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Old Japanese Manuscripts of the Bianzheng lun and Shinran’s Kyōgyōshinshō

Satoru Fujiwara

The “Chapter on Transformed Buddha-Bodies and Lands” of the Kyōgyōshinshō

教行信証 by Shinran 親鸞（1173- 1262）contains extensive quotations from the Bianzheng

lun 弁正論 by Falin 法琳（572- 640）. The Kyōgyōshinshō has been studied in detail from

various viewpoints until now, but the portion containing the quotation of the Bianzheng

lun has not been studied sufficiently. One reason for this lack of attention is that the

quotation of this work in the Kyōgyōshinshō differs considerably from the original text,

such that it appears to have been confused or corrupted in the quotation. Previous

scholars have attempted to solve this problem by comparing the quotation with some

other texts of the Bianzheng lun. But the texts used in these comparisons were printed

later than the Kyōgyōshinshō was written, so Shinran could not possibly have used them

in making his quotation. This paper aims to show what text Shinran referred to when

writing his quotation. The oldest proof of the presence of the Bianzheng lun in Japan is a

record that states it was copied in the Nara era（747）. It has been pointed out that old

Japanese manuscripts of Buddhist scriptures produced around this time are of a different

genealogy from the texts that were printed in later eras. I examined the Kongōji 金剛寺,

Nanatsudera 七寺 and Kōshōji 興聖寺 manuscripts of the Bianzheng lun which belong to

this category of old Japanese Buddhist manuscripts. There are many similarities between

these texts and the quotation in the Kyōgyōshinshō. Presenting the results of these

investigations, this paper proves that the text that Shinran referred to in making his

quotation fits broadly within the category of old Japanese manuscripts of the Bianzheng

lun.



日
本
古
写
経
『
弁
正
論
』
と
親
鸞
『
教
行
信
証
』

藤

原

智

は
じ
め
に

平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
に
生
き
、
後
代
か
ら
浄
土
真
宗
の
祖
と
呼
ば
れ
る
親
鸞
（
一
一
七

三
〜
一
二
六
二
）
に
は
、
主
著
と
し
て
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
通
称
『
教
行
信
証
』。

特
に
自
筆
本
を
坂
東
本
と
呼
ぶ
）
全
六
巻
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
六
十
歳
ご
ろ
か
ら

一
旦
清
書
さ
れ
、
晩
年
八
十
代
中
ご
ろ
ま
で
補
訂
し
続
け
て
い
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
そ

の
『
教
行
信
証
』
の
第
六
巻
「
化
身
土
巻
」
に
は
、
唐
の
法
琳
（
五
七
二
〜
六
四
〇
）
の

著
『
弁
正
論
』（『
辯
正
論
』、『
辨
正
論
』
と
も
）
が
巻
第
六
と
巻
第
八
か
ら
長
く
引
用
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
に
引
か
れ
る
『
弁
正
論
』
の
依
拠
本
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
、
特
に
平
安
・
鎌
倉
期
に
書
写
さ
れ
た
金
剛
寺
・
七
寺
・
興

聖
寺
の
一
切
経
中
の
『
弁
正
論
』
に
注
目
し
、
そ
の
日
本
古
写
経
の
『
弁
正
論
』
と
『
教

行
信
証
』
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
。

一

『弁
正
論
』
と
『
教
行
信
証
』、
そ
の
研
究
状
況

『教
行
信
証
』
は
、
約
八
割
が
引
用
文
で
占
め
ら
れ
る
著
作
で
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
の

根
本
聖
典
と
し
て
、
親
鸞
の
玄
孫
存
覚
（
一
二
九
〇
〜
一
三
七
三
）
の
『
六
要
鈔
』（
延
文

五
年
〔
一
三
六
〇
〕）
を
先
駆
け
と
し
、
特
に
江
戸
期
以
降
整
備
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
学
寮

な
ど
に
お
い
て
、
数
々
の
学
僧
達
に
よ
っ
て
詳
細
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
こ
の
『
弁
正
論
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
「
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た(1)」
と

い
う
評
価
も
さ
れ
て
お
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い(2)。
研
究
が
進
展
し
な
い
理
由
と
し
て
、『
弁
正
論
』
の
引
用
文
に
対
す
る
『
六
要
鈔
』

の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。「
此
中
唐
本
文
字
相
違
又
多
（
こ
の
中
に
唐
本
の
文
字
、
相

違
ま
た
多
し(3)）」。
存
覚
の
依
用
本
の
問
題
も
あ
る
が(4
)、

こ
の
よ
う
に
存
覚
の
時
代
か
ら

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
弁
正
論
』
の
引
用
文
は
、
原
文
と
比
較
し
て
相
違
が
非
常
に

多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(5)。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
こ
と
が
、
研
究
が
進
ま

な
い
理
由
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
親
鸞
の
依
拠
本
を
求
め
て
『
弁
正
論
』
の
諸
本
の
比
較
を
行
っ
た
研
究
の
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代
表
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
目
が
武
内
義
雄
「
教
行
信
證
所
引
辯
正

論
に
就
い
て
」（『
大
谷
学
報
』
第
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
。
再
録
『
武
内
義
雄
全
集
』
第

九
巻
〔
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
〕）、
二
つ
目
が
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の

研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』（
文
栄
堂
、
一
九
九
一
年
〔
増
補
第
三
刷
二
〇
〇
〇
年
〕）
で
あ
る
。

武
内
義
雄
は
、
校
訂
資
料
と
し
て
『
大
日
本
校
訂
大
藏
経
』
露
八
（
縮
刷
蔵
経
）
及
び

『
大
正
新
脩
大
藏
経
』（
大
正
蔵
）
の
宋
麗
元
明
の
四
本
と
、
そ
れ
以
外
に
道
宣
（
五
九
六

〜
六
六
七
）『
廣
弘
明
集
』（
麟
徳
元
年
〔
六
六
四
〕）、
慧
琳
（
七
三
七
〜
八
二
〇
）『
一
切
経

音
義
』（
元
和
二
年
〔
八
〇
七
〕）、
具
平
親
王
（
九
六
四
〜
一
〇
〇
九
）『
弘
決
外
典
鈔
』（
正

暦
二
年
〔
九
九
一
〕）
に
引
か
れ
る
『
弁
正
論
』
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
依
用
の
『
弁

正
論
』
を
欠
筆
の
問
題
か
ら
「
北
宋
初
の
勅
版
に
て
麗
蔵
及
び
縮
蔵
校
合
の
宋
本
よ
り
も

古
く
そ
れ
等
版
本
の
源
流
を
な
す
も
の
」
と
し
て
蜀
版
（
開
宝
蔵
）
を
推
測
し
た
。
た
だ

し
「
疑
ふ
べ
き
は
阪
東
本
所
引
の
弁
正
論
中
に
形
誤
の
余
り
に
多
き
こ
と
な
り
（
中
略
）

斯
の
如
き
誤
謬
は
抑
も
何
に
よ
つ
て
起
れ
る
か
、
こ
れ
最
も
理
解
に
苦
し
む
所
な
り
」
と
、

そ
の
引
用
に
誤
謬
が
多
い
と
疑
問
を
述
べ
て
、「
或
は
宗
祖
の
直
弟
子
等
が
宗
祖
の
稿
本

を
分
担
定
写
せ
る
も
の
」
と
、
弟
子
の
分
担
書
写
に
起
因
す
る
と
い
う
推
論
を
立
て
た(6)。

さ
ら
に
こ
の
武
内
の
指
摘
を
受
け
た
星
野
元
豊
は
、
そ
の
大
著
『
講
解
教
行
信
証
』
で

「「
目
も
見
え
ず
候
、
な
に
ご
と
も
み
な
わ
す
れ
て
候
」
と
い
っ
た
肉
体
的
老
耄
に
よ
る
も

の
」
と
推
測
し
た(7
)。

し
か
し
、
近
年
、
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
の
修
復
に
携
わ
っ
た
三
木

彰
円
は
、『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、『
教
行
信
証
』
全
体
の
中
で
も
非
常
に
早
い

六
十
歳
ご
ろ
に
、
親
鸞
自
身
の
手
に
よ
っ
て
改
行
な
ど
含
め
丁
寧
に
執
筆
さ
れ
、
修
正
も

加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(8)。
未
熟
な
弟
子
、
あ
る
い
は
肉
体
的
老
耄
に

よ
る
誤
写
と
い
っ
た
推
測
は
成
り
立
た
な
い
。

藤
場
俊
基
は
、
宋
磧
砂
蔵
経
・
明
版
大
蔵
経(9)・
高
麗
大
蔵
経
・
大
正
新
脩
大
蔵
経
・
大

正
新
脩
大
蔵
経
所
収
『
廣
弘
明
集
』
に
引
か
れ
る
『
弁
正
論
』
と
の
比
較
を
行
い
、
約
二

八
〇
〇
文
字
と
い
う
引
用
箇
所
の
中
で
、
何
ら
か
の
異
同
が
あ
る
箇
所
を
二
〇
〇
近
く
指

摘
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
本
の
ど
れ
と
も
合
致
し
な
い
『
教
行
信
証
』
所
引
『
弁
正
論
』

に
特
異
な
箇
所
が
一
一
一
例
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
単
な
る
誤
写
、
も
し

く
は
意
図
的
書
き
換
え
の
可
能
性
も
指
摘
す
る
も
の
の
、
原
本
と
の
相
違
は
基
本
的
に
は

親
鸞
の
用
い
た
テ
キ
ス
ト
に
由
来
す
る
も
の
と
推
測
し
つ
つ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
は
全
く
不
明
だ
と
結
論
す
る(
)。

こ
の
藤
場
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
親
鸞
の
見
た
『
弁

10

正
論
』
は
、
後
代
に
大
蔵
経
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
は
大
幅
に
異
な
る
テ
キ

ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
早
く
存
覚
の
時
代
に
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
執
筆
の
際
、
開
宝
蔵
系
の
テ
キ
ス
ト
や
福
州
版
、
思
渓
版
な
ど

複
数
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
ら
を
校
合
し
な
が
ら
引
用
し

て
い
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る()。
そ
う
し
て
晩
年
ま
で
手
を
加
え
続
け
た
な
か

11

で
、
ほ
と
ん
ど
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
『
弁
正
論
』
引
用
文
は
、
す
で
に
校
合
し
終

え
た
の
だ
と
親
鸞
が
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
後
代
の
者
に
明
ら
か
に

誤
り
だ
と
指
摘
さ
れ
る
箇
所
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
少
の
不
備
が
あ
っ
て
も

基
本
的
に
は
信
頼
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
親
鸞
は
自
ら
が
依
拠
し
た
『
弁
正
論
』
を

見
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
筆
者
は
ま
ず
金
剛
寺
本
『
弁
正
論
』
を
一
通
り
確
認
し
、
そ
の
結

果
、
数
え
方
に
よ
っ
て
多
少
の
差
は
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
藤
場
の
指
摘
す
る
一
一
一

例
の
中
か
ら
お
お
よ
そ
四
五
箇
所
に
つ
い
て
、
金
剛
寺
本
と
『
教
行
信
証
』
が
合
致
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
七
寺
本
・
興
聖
寺
本
も
検
討
し
、
こ
れ
ら
は
共
通
の
系
統

の
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
だ
多
く
の
箇
所
が
不
明
で
あ
る
が
、

親
鸞
は
こ
れ
ら
日
本
古
写
経
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
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二

『弁
正
論
』
に
つ
い
て

さ
て
、『
弁
正
論
』
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
を
し
た
い
。『
弁
正
論
』
は
唐
代
初
期
に

お
け
る
仏
教
と
道
教
と
の
論
争
書
で
あ
る()。
そ
の
経
緯
は
、
ま
ず
武
徳
四
年
（
六
二
一
）

12

に
太
史
令
の
道
士
傅
奕
（
五
五
四
〜
六
三
九
）
が
「
廃
仏
法
事
十
有
一
條()」
を
上
奏
し
、

13

こ
れ
を
受
け
て
出
家
の
損
益
を
問
う
詔
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
憤
激
し
た
法
琳
は
、
翌
年

に
『
破
邪
論
』
二
巻
を
撰
し
て
反
駁
し
、
傅
奕
の
上
奏
は
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
傅
奕
は
そ
の
後
も
執
拗
に
廃
仏
の
活
動
を
続
け
、
や
が
て
武
徳
七
年
（
六
二
四
）、

そ
れ
に
呼
応
し
た
道
士
の
李
仲
卿
が
『
十
異
九
迷
論
』
を
、
劉
進
喜
が
『
顕
正
論
』
を
書

き
、
傅
奕
に
託
し
て
上
奏
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
の
、
法
琳
の
反
論
書
が
『
弁
正
論
』

八
巻
十
二
篇
で
あ
る()。
そ
の
中
で
も
特
に
、
巻
第
六
の
「
十
喩
篇
第
五
」「
九
箴
篇
第
六
」

14

「
気
為
道
本
篇
第
七
」
が
『
十
異
九
迷
論
』
に
直
接
の
反
論
す
る
箇
所
と
見
ら
れ
る
。
な

お
こ
の
三
篇
は
、
以
上
の
論
争
を
紹
介
す
る
道
宣
『
廣
弘
明
集
』
の
巻
十
三
に
「
十
喩
九

箴
篇
」
と
し
て
ま
と
め
て
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
大
正
五
二
、
一
七
五
下
〜()）。
お
そ
ら

15

く
、
法
琳
は
ま
ず
武
徳
九
年
（
六
二
六
）「
十
喩
九
箴
篇
」
を
作
り
、
後
に
増
補
し
て
貞
観

九
〜
十
年
（
六
三
五
〜
六
三
六
）
頃
ま
で
に
現
在
の
『
弁
正
論
』
八
巻
十
二
篇
に
な
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る()。
そ
し
て
こ
の
『
弁
正
論
』
は
、
や
が
て
智
昇
『
開
元
釈
教

16

録
』（
開
元
十
八
年
〔
七
三
〇
〕）
に
お
い
て
一
切
経
の
賢
聖
集
に
「
新
編
入
蔵(
)」

し
、
後
代

17

に
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

『弁
正
論
』
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
確
実
に
示
す
最
も
古
い
記
録
は
、『
正
倉

院
文
書
』
の
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
六
月
七
日
の
書
写
記
録
に
あ
る
「
弁
正
論
八
巻(
)」
18

と
い
う
記
述
で
あ
り
、
そ
の
後
も
二
度
の
書
写
の
記
録
が
見
え
る(
)。

た
だ
し
、
正
倉
院
聖

19

語
蔵
に
『
弁
正
論
』
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
空
海
（
七
七
四
〜
八
三
五
）
が
大
同

元
年
（
八
〇
六
）
十
月
二
十
二
日
に
上
程
し
た
『
御
請
来
目
録
』
に
は
、「
弁
正
理
論
一
部
、

八
巻
、
法
琳
師
撰
」（
大
正
五
五
、
一
〇
六
四
上
）
と
い
う
記
録
が
あ
る()。
こ
れ
ら
は
、
現

20

代
の
我
々
が
『
大
正
蔵
』
な
ど
で
見
る
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
古
い
形
態
の
『
弁
正
論
』
が
日

本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
記
録
で
あ
る
。

先
に
言
及
し
た
金
剛
寺
一
切
経
は
「
そ
の
大
半
は
奈
良
写
経
の
転
写
本()」
と
指
摘
さ
れ

21

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
『
正
倉
院
文
書
』
の
書
写
記
録
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ

ち
後
代
に
刊
行
さ
れ
た
大
蔵
経
と
は
異
な
る
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
推
測
で
き
る
。
親
鸞
が

見
た
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
の
系
統
の
『
弁
正
論
』
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

今
回
検
討
し
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

今
回
、
親
鸞
の
時
代
に
近
い
も
の
と
し
て
、
次
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
親
鸞
引
用
箇
所
の
本

文
を
比
較
・
検
討
し
た
。

・
坂
東
本
『
教
行
信
証
』（
真
宗
大
谷
派
蔵
、『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
一
巻
、
法
藏
館
、

一
九
七
四
年()）
22

・
金
剛
寺
本
『
弁
正
論
』（
金
剛
寺
蔵
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
付
属
図
書
館
日
本
古
写
経

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

・
七
寺
本
『
弁
正
論
』（
七
寺
蔵
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
付
属
図
書
館
日
本
古
写
経
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
、
日
本
古
写
経
研
究
所
）

・
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』（
興
聖
寺
蔵
、
日
本
古
写
経
研
究
所
）

・
高
麗
初
雕
版
『
弁
正
論
』（『
高
麗
大
藏
経
初
刻
本
輯
刊
』
第
七
十
四
冊
、
西
南
師
範
大
學

出
版
社
、
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
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・
金
蔵
『
弁
正
論
』（『
中
華
大
藏
経
』
漢
文
部
分
六
三
、
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
。
一
部

高
麗
再
雕
版
で
補
う
）

・
高
麗
再
雕
版
『
弁
正
論
』（『
高
麗
大
藏
経
』
第
三
三
、
東
國
大
學
校
出
版
部
、
一
九
七
五

年
）

・
開
元
寺
版
『
弁
正
論
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

・
磧
砂
版
『
弁
正
論
』（『
宋
版
磧
砂
大
藏
経
』
第
三
十
一
册
、
新
文
豊
出
版
、
一
九
八
七
年
）

・
金
剛
寺
本
『
廣
弘
明
集
』（
金
剛
寺
蔵
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
付
属
図
書
館
日
本
古

写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

・
興
聖
寺
本
『
廣
弘
明
集
』（
興
聖
寺
蔵
、
日
本
古
写
経
研
究
所
）

・
高
麗
初
雕
版
『
廣
弘
明
集
』（『
高
麗
大
藏
経
初
刻
本
輯
刊
』
第
七
十
四
冊
）

・
高
麗
再
彫
雕
版
『
廣
弘
明
集
』（『
高
麗
大
藏
経
』
第
三
三
）

・
開
元
寺
版
『
廣
弘
明
集
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

・
思
渓
版
『
廣
弘
明
集
』（
岩
屋
寺
蔵
、
日
本
古
写
経
研
究
所
）

・
磧
砂
版
『
廣
弘
明
集
』（『
宋
版
磧
砂
大
藏
経
』
第
三
十
一
册
）

・
七
寺
本
『
廣
弘
明
集
』（
七
寺
蔵
、
日
本
古
写
経
研
究
所
）

・
Pel.chin.三
六
一
七

敦
煌
本
『
廣
弘
明
集
』『
弁
正
論
』（『
法
藏
敦
煌
西
域
文
獻
』

二
六
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。
恐
ら
く
『
廣
弘
明
集
』
か
）

以
下
、
ご
く
簡
単
で
あ
る
が
、
紹
介
を
行
い
た
い
。（
な
お
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
、
／

は
改
行
、
破
損
は
□
﹇

﹈、
判
読
不
能
の
文
字
は
■
、
推
測
さ
れ
る
文
字
は
枠
で
囲
む
、〔

〕

は
割
注
。）

1

金
剛
寺
本

天
野
山
金
剛
寺
は
大
阪
府
河
内
長
野
市
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
大
本
山
で
あ
る
。
そ
の

金
剛
寺
に
は
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
一
切
経
が
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
中
に
『
弁
正
論
』
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『弁
正
論
』
は
全
八
巻
で
あ
る
が
、
金
剛
寺
本
に
は
尾
欠
と
な
っ
て
い
る
巻
第
八
を
除

い
た
う
ち
、
巻
第
三
と
巻
第
六
に
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る(
)。

巻
第
三
に
は
「
一
交
了
／
嘉

23

禎
三
年
丁
酉
卯
月
廿
五
日
於
午
時
書
写
了
／
薬
師
寺
執
筆
僧
円
意
」、
巻
第
六
に
は
「
一

交
了
／
嘉
禎
三
年
〔
丁
／
酉
〕
七
月
三
日
奉
書
写
者
也
／
依
此
書
写
結
縁
功
者
、
必
離
三

有
長
眠
後
可
得
成
得
脱
也
／
手
筆
僧
実
祐
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
嘉
禎
三
年
（
一
二

三
七
）
と
は
、
親
鸞
六
十
五
歳
の
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
教
行
信
証
』
を
一
度
清
書
し
、

一
応
の
完
成
み
た
で
あ
ろ
う
時
期
で
あ
り
、
親
鸞
と
同
時
代
の
テ
キ
ス
ト
と
言
え
る
。
た

だ
し
、
親
鸞
が
坂
東
本
に
『
弁
正
論
』
を
記
し
た
時
期
は
六
十
歳
ご
ろ
と
推
測
さ
れ
、
金

剛
寺
本
の
書
写
よ
り
少
し
前
で
あ
り
、
親
鸞
が
こ
の
金
剛
寺
本
そ
の
も
の
を
見
て
『
教
行

信
証
』
を
執
筆
し
た
可
能
性
は
低
い
。

執
筆
者
は
、
巻
第
三
が
「
円
意
」、
巻
第
六
が
「
実
祐
」
と
あ
る
が
、
彼
ら
の
名
が
金

剛
寺
一
切
経
に
出
て
く
る
の
は
こ
の
『
弁
正
論
』
の
一
例
の
み
で
あ
る
。「
円
意
」
が

「
薬
師
寺
執
筆
僧
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
奈
良
の
薬
師
寺
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
上

記
（
現
大
阪
府
泉
大
津
市
：
筆
者
注
）
の
我
孫
子
に
も
か
つ
て
薬
師
寺
が
存
在
し
た
」
と
指

摘
さ
れ
、
ど
ち
ら
の
薬
師
寺
で
あ
る
か
は
決
め
ら
れ
て
い
な
い()。
た
だ
、
ほ
ぼ
同
時
期
の

24

史
料
と
し
て
、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
三
月
十
四
日
の
「
海
住
山
寺
衆
僧
連
署
起
請
文(
)」
25

に
は
「
実
祐
」
と
「
円
意
」
の
名
が
見
え
、
さ
ら
に
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
十
二
月
二

十
八
日
の
「
山
城
海
住
山
寺
禅
衆
等
連
署
起
請
文
案()」
に
は
「
実
祐
」
の
名
が
見
え
る(
)。

26

27

海
住
山
寺
は
現
在
の
京
都
府
南
端
の
木
津
川
市
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
が
、
解
脱
房
貞
慶

（
一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）
が
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
中
興
し
て
以
来
、
南
都
興
福
寺
の

末
寺
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
現
在
は
真
言
宗
智
山
派
に
属
す
る
。
金
剛
寺
一
切
経
は

「
南
都
奈
良
と
の
関
連
を
も
の
が
た
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る()」
と
言
わ
れ
、
興
福
寺
や

28
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薬
師
寺
と
の
関
わ
り
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
南
都
ゆ
か
り
の
海
住
山
寺
の

史
料
に
出
て
く
る
「
実
祐
」
と
「
円
意
」（
た
だ
し
そ
の
場
合
「
円
意
」
は
嘉
禎
三
年
頃
に
は

薬
師
寺
に
移
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
が
、
金
剛
寺
本
『
弁
正
論
』
を
書
写
し
た
人
物
で

あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

な
お
、
金
剛
寺
本
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
三
に
は
奥
書
が
な
い
が
、
巻
十
・
十
八
・
二
十

四
・
二
十
八
に
「
嘉
禎
三
年()」
と
あ
り
、
同
時
期
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
。

29

2

七
寺
本

次
は
、
愛
知
県
名
古
屋
市
に
あ
る
真
言
宗
智
山
派
の
稲
園
山
七
寺
（
正
覚
院
長
福
寺
）

が
伝
え
る
一
切
経
で
あ
る
。
こ
の
七
寺
本
の
『
弁
正
論
』
に
は
次
の
奥
書
が
見
え
る()。
巻

30

第
一
「
執
筆
僧

栄
覚
之
（
花
押
）「
一
交
了

栄
俊
」」、
巻
第
二
「
執
筆

一
交
了
」、

巻
第
三
「
安
元
三
年
〔
大
才
／
丁
酉
〕
四
月
廿
五
日
書
了
「
一
校
畢

栄
俊
」」、
巻
第
四

「
一
校
畢

栄
俊
」、
巻
第
五
・
六
・
七
・
八
「
執
筆
僧

栄
覚
之
（
花
押
）「
一
校
了

栄
俊
」」。
巻
第
三
に
の
み
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
と
記
さ
れ
る
が
、
同
時
期
に
八
巻
全

て
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
七
寺
本
『
廣
弘
明
集
』
も
巻
十
・
十
六
に
「
安
元

三
年
」
と
あ
る
。
こ
の
年
は
、
親
鸞
五
歳
に
あ
た
る
。
な
お
、
七
寺
本
『
廣
弘
明
集
』
巻

十
三
の
前
半
部
分
は
今
回
の
調
査
で
見
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

3

興
聖
寺
本

三
つ
目
は
、
京
都
市
上
京
区
に
あ
る
臨
済
宗
興
聖
寺
が
伝
え
る
一
切
経
で
あ
る
。
興
聖

寺
一
切
経
は
、
も
と
も
と
丹
波
国
桑
田
郡
（
現
、
亀
岡
市
）
の
西
楽
寺
に
あ
り
、
平
安
時

代
の
末
（
一
一
六
三
〜
一
一
六
九
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
承
元
二
年
（
一

二
〇
八
）
以
降
に
海
住
山
寺
を
再
興
さ
せ
た
解
脱
房
貞
慶
の
手
に
渡
り
、
そ
の
後
、
元
仁

二
年
（
一
二
二
五
）
の
貞
慶
の
十
三
回
忌
に
合
わ
せ
て
、
欠
巻
が
補
写
さ
れ
る
。
や
が
て
、

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
売
却
さ
れ
て
、
興
聖
寺
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
は
、
巻
第
二
の
奥
書
に
「
一
校
了
、
英
究
」
と
あ
る
ほ
か

に
、
巻
第
三
に
「
貞
応
三
年
十
二
月
十
七
日
書
写
了
、
執
筆
聖
鑒
／
願
以
書
写
力

値
遇

弥
勒
仏
」、
巻
第
六
に
「
貞
応
三
年
八
月
廿
八
日
律
宗
末
学
恵
安
／
奉
書
写
之
了
、
自
他

／
法
界
平
等
利
益
存
在
也
」
と
記
さ
れ
、
書
写
さ
れ
た
日
付
が
見
え
る(
)。

こ
こ
に
記
さ
れ

31

る
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
こ
そ
、
貞
慶
十
三
回
忌
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
補
写
の
年
で

あ
り
、『
弁
正
論
』
も
そ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
書
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
が
書
写
さ
れ
た
貞
応
三
年
は
、
親
鸞
五
十
二
歳
に
あ
た
る
。

こ
の
年
は
十
一
月
に
改
元
し
て
元
仁
元
年
に
な
る
が
、『
教
行
信
証
』
に
は
「
我
元
仁
元

年
」（
定
親
全
一
、
三
一
四
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
執
筆
に
関
係

の
深
い
年
で
あ
る
。

巻
第
六
に
記
名
さ
れ
る
「
律
宗
末
学
恵
安
」
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
承
久
元
年

（
一
二
一
九
）「
沙
弥
円
爾
戒
牒
」
に
「
興
福
寺

大
徳
恵
安
律
師(
)」

と
い
う
名
前
が
見
え

32

る
。
貞
慶
と
興
福
寺
の
繫
が
り
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
登
場
す
る
興
福
寺
恵
安
律
師
が
巻

第
六
の
書
写
者
「
律
宗
末
学
恵
安
」
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
貞
応
三
年
の
海
住
山
寺
で
の
書
写
の
際
に
、
薬
師
寺
僧
が
寺
を
あ
げ
て
関

わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る()。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
金
剛
寺
本
『
弁

33

正
論
』
に
は
「
薬
師
寺
執
筆
僧
円
意
」
と
い
う
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
円
意
は
建
保

七
年
（
一
二
一
九
）
に
海
住
山
寺
に
い
た
と
推
測
で
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
薬
師
寺
と

海
住
山
寺
と
い
う
関
係
か
ら
、
金
剛
寺
本
『
弁
正
論
』
と
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
と
の
近

さ
が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、
興
聖
寺
本
『
廣
弘
明
集
』
に
は
奥
書
が
な
い
が
、
平
安
時
代
の
書
写
だ
と
指
摘

さ
れ
る()。
34

以
上
の
三
つ
が
今
回
調
査
し
た
日
本
古
写
経
本
で
あ
る
が
、
次
に
当
時
輸
入
さ
れ
て
い
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た
宋
版
一
切
経
に
目
を
向
け
た
い(
)。

註

に
記
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
開
宝
蔵
系
の
テ
キ

35

11

ス
ト
や
福
州
版
（
東
禅
寺
版
・
開
元
寺
版
）、
思
渓
版
と
い
っ
た
宋
版
一
切
経
に
触
れ
る
機

会
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る()。
36

4

高
麗
初
雕
版
・
高
麗
再
雕
版
・
金
蔵

開
宝
四
年
（
九
七
一
）
に
北
宋
皇
帝
太
祖
は
一
切
経
の
雕
造
を
命
じ
、
そ
れ
が
太
平
興

国
八
年
（
九
八
三
）
に
進
上
さ
れ
る
。
こ
れ
が
開
宝
蔵
（
勅
版
・
蜀
版
）
で
あ
る
。
開
宝
蔵

は
入
宋
僧
の
奝
然
（
九
三
八
〜
一
〇
一
六
）
に
下
賜
さ
れ
、
寛
和
三
年
（
九
八
七
）
に
日
本

に
持
ち
帰
ら
れ
る
。
こ
の
一
切
経
は
天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）
に
焼
失
す
る
が
、
そ
の
転

写
本
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
親
鸞
が
触
れ
て
い
た
可
能
性
は

あ
る
。

開
宝
蔵
の
刊
記
を
持
つ
『
弁
正
論
』
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
開
宝
蔵
の
覆
刻
と
し

て
高
麗
初
雕
版
（
一
〇
一
一
〜
一
〇
八
七
）
の
一
切
経
が
あ
る
。
必
ず
し
も
同
じ
も
の
と
は

言
え
な
い
が
、
非
常
に
近
い
も
の
と
し
て
特
に
注
目
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
開
宝

蔵
の
覆
刻
と
し
て
金
蔵
（
一
一
四
九
〜
一
一
七
三
頃
）
が
あ
る
。
高
麗
初
雕
版
の
版
木
は
や

が
て
焼
失
す
る
が
、
そ
の
後
、
國
本
・
契
丹
本
・
宋
本
な
ど
を
用
い
て
再
度
雕
造
さ
れ
る
。

そ
れ
が
高
麗
再
雕
版
（
一
二
三
六
〜
一
二
五
一
）
で
あ
る
。
開
宝
蔵
か
ら
高
麗
初
雕
版
・
金

蔵
・
高
麗
再
雕
版
は
、
毎
行
十
四
字
、
巻
子
本
で
あ
る
な
ど
、
同
一
の
系
譜
と
さ
れ
る
。

な
お
金
蔵
の
『
廣
弘
明
集
』
巻
第
十
三
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
高
麗
再
雕
版
は
『
大
正
蔵
』
の
底
本
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
『
教
行
信
証
』
研
究

に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
て
き
た
が
、
高
麗
初
雕
版
と
金
蔵
の
『
弁
正
論
』
は
検
討
さ
れ
た

こ
と
は
な
い
。

5

福
州
版
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
開
元
寺
版
）

日
本
に
度
々
も
た
ら
さ
れ
た
宋
版
一
切
経
と
し
て
福
州
版
が
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
は

い
ず
れ
も
東
禅
寺
版
（
一
〇
八
〇
〜
一
一
一
二
）
と
そ
れ
に
続
く
開
元
寺
版
（
一
一
一
二
〜

一
一
五
一
頃
）
と
の
混
合
蔵
と
い
わ
れ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
宋
版
一
切
経
に
は
、

開
元
寺
版
の
『
弁
正
論
』
と
『
廣
弘
明
集
』
が
あ
り
、
今
回
こ
れ
を
参
照
し
た
。
こ
の

『
弁
正
論
』・
『廣
弘
明
集
』（
巻
第
四
）
の
巻
首
に
は
「
紹
興
戊
辰
」（
一
一
四
八
）
の
刊
記

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
開
版
年
と
は
言
え
な
い()。『
弁
正
論
』
は
、
巻
第
五
の
巻
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尾
に
「
庚
午
十
月
」
と
あ
る
の
で
、「
紹
興
庚
午
」（
一
一
五
〇
）
に
開
版
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

『大
正
蔵
』
は
宮
内
庁
本
の
一
切
経
を
対
校
に
用
い
て
い
る
が
、『
弁
正
論
』
に
関
し
て

は
宮
内
庁
本
が
対
校
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
『
教
行
信
証
』
と
福
州
版

を
比
較
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

6

思
渓
版
・
磧
砂
版

思
渓
版
は
湖
州
思
渓
で
紹
興
二
年
（
一
一
三
二
）
ま
で
に
雕
造
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
淳

祐
年
間
（
一
二
四
一
〜
一
二
五
二
）
に
追
雕
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
増
上
寺
に
あ
り
、

『
大
正
蔵
』
に
対
校
さ
れ
た
宋
本
が
こ
れ
に
当
た
る
。
今
回
、
岩
屋
寺
蔵
の
思
渓
版
の
閲

覧
が
で
き
た
が
、
岩
屋
寺
本
『
弁
正
論
』
は
巻
第
一
・
第
二
・
第
四
し
か
存
在
せ
ず
、
親

鸞
の
引
用
箇
所
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
『
大
正
蔵
』
の
宋
本
の
校
異
を
参
考

に
し
つ
つ
、
同
じ
系
統
で
少
し
後
代
に
成
立
し
た
磧
砂
版
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の

『
大
正
蔵
』
の
宋
本
と
磧
砂
版
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
場
が
検
討
し
て
い
る
。

な
お
福
州
版
、
思
渓
版
、
磧
砂
版
は
毎
行
十
七
字
、
折
帖
で
あ
る
。

そ
の
他
、
敦
煌
本
や
他
の
書
物
（
具
平
親
王
『
弘
決
外
典
鈔
』・
澄
禅
（
一
二
二
七
〜
一
三

〇
七
）『
三
論
玄
義
検
幽
集
』（
弘
安
三
年
〔
一
二
八
〇
〕）
な
ど
）
に
引
用
さ
れ
た
『
弁
正
論
』

も
適
宜
参
照
し
た
。

な
お
以
下
、
次
の
略
称
を
用
い
る
。『
廣
弘
明
集
』
の
場
合
は
最
後
に
「
集
」
と
付
け
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る
。【教

】：
教
行
信
証
。【
金
剛
】：
金
剛
寺
本
。【
七
】：
七
寺
本
。【
興
】：
興
聖
寺
本
。

【
麗
初
】：
高
麗
初
雕
版
。【
金
】：
金
蔵
。【
麗
再
】：
高
麗
再
雕
版
。【
開
】：
開
元
寺
版
。

【
磧
】：
磧
砂
版
。【
思
】：
思
渓
版
。【
大
正
宋
】：
大
正
蔵
対
校
宋
本
。

四

『弁
正
論
』
諸
本
と
『
教
行
信
証
』
と
の
本
文
比
較

で
は
こ
れ
よ
り
、
具
体
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
全
て
を
網
羅
す
る

と
分
量
が
非
常
に
多
く
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
特
に
議
論
に
な
っ
て
き
た
点
を

中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
注
意
し
た
い
の
が
、
例
え
ば
異
体
字
や
誤

字
、
文
字
脱
落
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
本
の
問
題
な
の
か
、
書
写
者
（
親
鸞
）
の
特
殊
性

（
事
情
や
個
性
）
な
の
か
、
十
分
な
検
討
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
親
鸞
の
字
体
の
特
徴
と
し
て
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
字
の
中
で
、『
弁

正
論
』
引
用
に
五
箇
所
出
て
く
る
「
悪
」
の
字
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
「
悪
」
の
字
の
異

体
字
に
は
「
惡
」
と
「
亜
」
が
あ
る
。
親
鸞
の
著
作
の
中
で
、
六
十
歳
頃
の
前
期
筆
跡
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
は
「
悪
」
の
字
が
、
八
十
歳
以
降
の
後
期
筆
跡
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は

「
惡
」
の
字
が
多
く
使
わ
れ
、「
亜
」
の
字
は
基
本
的
に
使
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
が

ノ
ー
ト
と
し
て
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
「
亜
」
の
字
が
登
場
す
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る(
)。

つ
ま
り
親
鸞
は
、
ノ
ー
ト
に
書
写
す
る
場
合
に
は
依
拠
本
の
字
体
に
影
響
を
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受
け
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
自
身
の
著
作
内
に
記
す
場
合
に
は
時
期
ご
と
に
字
体
を

統
一
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
を
念
頭
に
親
鸞
の
『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
を
見
る
と
、
五
箇
所
す
べ
て
が

「
悪
」
の
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
今
回
調
査
し
た
諸
本
の
五
箇
所
を
見
る
と
、【
金

剛
】【
七
】【
興
】【
麗
初
】【
金
】【
麗
再
】【
開
】【
金
剛
集
】【
興
集
】【
麗
初
集
】【
麗
再

集
】【
ペ
リ
オ
】
は
「
亜
」
の
字
を
、【
磧
】【
開
集
】【
思
集
】【
磧
集
】
は
「
惡
」
の
字

を
、
そ
れ
ぞ
れ
統
一
的
に
使
用
し
て
お
り
、「
悪
」
の
字
の
使
用
例
は
な
い
。
こ
の
点
だ

け
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
親
鸞
が
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
親
鸞
自
身
に
よ
る
著
作
内
で
の
字
体
の
統
一
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
依
拠

本
に
「
惡
」
や
「
亜
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
『
教
行
信
証
』
に
は
「
悪
」
と
記
し
た
可
能

性
は
高
い
。

親
鸞
の
字
体
に
は
宋
代
の
文
化
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る(
)。

そ
れ
と
と

39

も
に
、『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
に
は
所
覧
本
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
特
徴
的
な
字
形
が
あ

る
と
も
指
摘
さ
れ
る()。
つ
ま
り
、
異
体
字
と
い
う
点
は
依
拠
本
を
特
定
す
る
一
つ
の
手
が

40

か
り
で
は
あ
る
が
、
単
純
に
そ
れ
だ
け
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
先
ほ
ど
武
内
義
雄
が
欠
筆
の
問
題
か
ら
依
拠
本
を
開
宝
蔵
と
推
測
し
た
こ

と
を
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
親
鸞
の
『
弁
正
論
』
引
用
を
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
欠
筆

と
思
わ
し
き
箇
所
が
次
の
七
字
に
見
出
さ
れ
た
。

｢弘
」（
1
／
1
）、「
玄
」（
9
？
／
9
）、「
教
」（
2
／

）、「
竟
」（
1
／
1
）、「
敬
」

11

（
2
／
2
）、「
競
」（
2
／
2
）、「
境
」（
1
／
1
）。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
欠
筆
を
他
の
諸
本
に
求
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
。

｢弘
」：【
麗
初
】【
金
】【
麗
再
】【
麗
初
集
】【
麗
再
集
】。

｢玄
」：
ナ
シ
。

｢教
」：
ナ
シ
。
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｢竟
」：【
麗
初
】【
麗
再
集
】。

｢敬
」：
一
箇
所
目
【
麗
初
】【
麗
再
】【
麗
再
集
】。

二
箇
所
目
【
麗
初
】【
麗
再
集
】。

｢競
」：
ナ
シ
。

｢境
」：
ナ
シ
。

｢殷
」：【
麗
初
】【
麗
初
集
】【
麗
再
集
】（『
教
行
信
証
』
は
欠
筆
に
せ
ず
）。

こ
う
見
る
と
高
麗
初
雕
版
と
の
合
致
が
比
較
的
多
く
、
こ
の
欠
筆
か
ら
武
内
の
よ
う
に

開
宝
蔵
と
の
関
連
を
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
全
て
が
合
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
、
親
鸞
が
欠
筆
に
す
る
「
教
」
の
字
は
普
通
欠
筆
に
な
ら
な
い
字
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
欠
筆
の
使
用
は
、
依
拠
本
で
は
な
く
親
鸞
の
個
性
の
反
映
だ
と
も
考
え
ら
れ
、

武
内
の
推
測
も
単
純
に
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る()。
41

武
内
義
雄
の
検
討
箇
所
に
つ
い
て

で
は
次
に
具
体
的
な
検
討
に
移
り
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
武
内
義
雄
の
検
討
箇
所
を

中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
武
内
は
三
つ
の
箇
所
を
挙
げ
て
「
由
是
推
之
宗
祖
所
依
の
本
は

麗
本
に
あ
ら
ず
、
ま
た
縮
蔵
及
大
正
蔵
が
校
合
せ
る
宋
本
に
も
あ
ら
ず
、
別
に
本
づ
く
と

こ
ろ
あ
る
べ
し()」
と
指
摘
す
る
。

42

そ
の
武
内
の
検
討
箇
所
の
一
つ
目
は
、
高
麗
版
と
『
教
行
信
証
』
が
同
じ
く
「
言
患
在

懐
者
皆
夢
也
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
下
）
と
記
し
、
対
し
て
宋
元
明
本
お
よ
び
『
廣
弘
明

集
』
が
「
言
患
在
懐
者
皆・

未・

悟・

丘・

与・

尒・

皆
夢
也
」
と
記
す
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
「
皆
未
悟

丘
与
尒
」
の
六
字
の
有
無
に
つ
い
て
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

【教
】

言
患
在
懐
者
皆
夢
也

【金
剛
】

言
患
在
□
□
皆
夢
也

【七
】

言
患
在
懐
者
皆
夢
也

【興
】

言
患
懐
者
皆
夢
也

【麗
初
】

言
患
在
懐
者
皆
夢
也

【金
】

言
患
在
懐
者
皆
夢
也

【麗
再
】

言
患
在
懐
者
皆
夢
也

【開
】

言
患
在
懷
者
皆
夢
也

【磧
】

言
患
在
德
者
皆・

未・

悟・

丘・

與・

尓・

皆
夢
也

【金
剛
集
】
言
患
在
壊
者
皆・

来・

悟・

丘・

与・

尒・

皆
夢
也

【興
集
】

言
患
在
壊
者
皆・

来・

悟・

丘・

与・

尒・

皆
夢
也

【麗
初
集
】
言
患
在
懐
者
皆・

来・

悟・

丘・

与・

尒・

皆
夢
也

【麗
再
集
】
言
患
在
懐
者
皆・

来・

悟・

丘・

与・

尒・

皆
夢
也

【開
集
】

言
患
在
懷
者
皆・

未・

悟・

丘・

與・

尒・

皆
夢
也

【思
集
】

言
患
在
懷
者
皆・

未・

悟・

丘・

與・

尒・

皆
夢
也

【磧
集
】

言
患
在
懷
者
皆・

未・

悟・

丘・

與・

尒・

皆
夢
也

文
字
の
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
高
麗
版
系
と
『
教
行
信
証
』
の
共
通
点
と
し
て
注
目

さ
れ
た
六
字
に
つ
い
て
、【
金
剛
】【
七
】【
興
】【
開
】
で
も
共
通
す
る
。

二
つ
目
は
、
高
麗
版
が
「
言
語
道・

断
而
心
行
處・

滅
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
下
）
と
し
、

対
し
て
『
教
行
信
証
』
と
宋
元
明
三
本
が
同
様
に
「
言
語
断
而
心
行
滅
」
と
し
て
い
る
箇

所
で
あ
る
。

【教
】

言
語
斷
而
心
行
滅
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【金
剛
】

言
語
断
而
心
行
滅

【七
】

言
論
語
断
而
心
行
滅

【興
】

言
語
断
而
心
以
滅

【麗
初
】

言
語
逢
而
心
以
滅

【金
】

言
語
道・

断
而
心
行
娃・

滅

【麗
再
】

言
語
道・

断
而
心
行
處・

滅

【開
】

言
語
断
而
心
行
滅

【磧
】

言
語
斷
而
心
行
滅

【金
剛
集
】
言
語
断
而
心
行
滅

【興
集
】

言
語
断
而
心
行
滅

【麗
初
集
】
言
語
断
而
心
行
滅

【麗
再
集
】
言
語
断
而
心
行
滅

【開
集
】

言
語
斷
而
心
行
滅

【思
集
】

言
語
斷
而
心
行
滅

【磧
集
】

言
語
斷
而
心
行
滅

こ
れ
を
見
る
と
、
高
麗
版
の
「
言
語
道・

断
而
心
行
處・

滅
」
は
【
金
】【
麗
再
】
の
み
の

特
殊
な
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
【
興
】
と
【
麗
初
】
の
み
が
共
通
し
て

「
行
」
を
「
以
」
に
し
て
い
る
こ
と
は
後
で
触
れ
た
い
。

三
つ
目
は
、『
教
行
信
証
』
及
び
宋
元
明
三
本
、『
廣
弘
明
集
』
に
共
通
し
て
「
既
無
正

出
不
可
承
信
」
と
あ
る
箇
所
が
、
高
麗
版
に
は
「
既
無
正
出
皆・

是・

謬・

辞・

不
可
承
信
」
と
四

字
多
く
あ
る
点
で
あ
る
（
大
正
五
二
、
五
二
七
上
）。

【教
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【金
剛
】

既
无
正
出
不
□
□
信

【七
】

既
无
正
出
不
可
豕
信

【興
】

既
无
正
出
不
可
𣴎
信

【麗
初
】

既
無
正
出
不
可
承
信

【金
】

旣
无
前
皆・

是・

謬・

辝・

不
可
承
信

【麗
再
】

既
無
正
出
皆・

是・

謬・

辞・

不
可
承
信

【開
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【磧
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【金
剛
集
】
既
无
正
出
不
可
𣴎
信

【興
集
】

既
无
正
文
不
可
𣴎
信

【麗
初
集
】
旣
無
正
出
不
可
承
信

【麗
再
集
】
旣
無
正
出
不
可
承
信

【開
集
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【思
集
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【磧
集
】

旣
無
正
出
不
可
承
信

【ペ
リ
オ
】
既
無
正
出
不
可
承
信

こ
こ
で
の
武
内
の
指
摘
も
、
や
は
り
【
金
】
と
【
麗
再
】
の
み
の
特
殊
性
で
あ
っ
た
。

こ
れ
で
、
武
内
が
完
全
に
合
致
す
る
も
の
は
な
く
「
別
に
本
づ
く
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
」

と
挙
げ
た
三
箇
所
は
、
彼
が
確
認
し
て
い
な
い
【
金
剛
】【
七
】【
興
】【
麗
初
】【
開
】
と

い
う
親
鸞
当
時
の
テ
キ
ス
ト
で
は
全
て
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

次
に
、
武
内
が
『
教
行
信
証
』
の
み
正
し
い
と
指
摘
し
た
二
箇
所
を
見
た
い
。
一
つ
目
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は
「
梁
元
帝
周
弘
政
等
考・

義・

類・

」（
大
正
五
二
、
五
二
五
上
）
の
「
考
義
類
」
を
、【
教
】
の

み
が
「
老
義
類
」
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
武
内
は
「
老
義
類
」
こ
そ
正
し
い
と
言
う
。

こ
こ
を
一
覧
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

【教
】

老・

義
類

【金
剛
集
】
老・

義
類

【金
剛
】
老・

義
類

【興
集
】

先
義
類

【七
】

阿・

義
類

【麗
初
集
】
考
義
類

【興
】

阿・

義
類

【麗
再
集
】
考
義
類

【麗
初
】
考
義
類

【開
集
】

考
義
類

【金
】

考
義
類
䟽

【思
集
】

考
義
類

【麗
再
】
考
義
類
䟽

【磧
集
】

考
義
類

【開
】

義
類

【磧
】

考
義
類

こ
れ
を
見
る
と
、
武
内
が
【
教
】
の
み
正
し
い
と
し
た
箇
所
は
、【
金
剛
】【
七
】【
興
】

【
金
剛
集
】
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（「
阿
」
は
「
老
」
の
異
体
字
）。

も
う
一
つ
は
「
中・

台・

朱
韜
玉・

机・

等
」（
大
正
五
二
、
五
二
五
上
）
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
「
中
台
」
を
【
教
】
は
「
中
胎
」
と
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
正
し
い
と
武
内
は
指
摘
す

る
。
な
お
、
こ
こ
の
「
玉
机
」
を
【
教
】
は
「
王
礼
」
と
す
る
が
、
武
内
は
ど
ち
ら
も
批

判
し
「
論
の
麗
本
玉
机
に
作
り
、
阪
東
本
王
礼
に
作
る
は
並
に
玉
札
の
形
誤
」
と
言
う
。

【教
】

中
胎・

朱
韜
王・

礼・

等

【金
剛
集
】
中
台
米
韜
玉
札
等

【金
剛
】
中
胎・

朱
■
玉
扡
等

【興
集
】

中
台
朱
韜
王・

札
等

【七
】

中
胎・

朱
韜
王・

礼・

等

【麗
初
集
】
中
台
朱
轁
玉
扎
等

【興
】

中
台
朱
轁
玉
扼
等

【麗
再
集
】
中
台
朱
韜
玉
扎
等

【麗
初
】
中
台
朱
韜
玉
机
等

【開
集
】
中
台
朱
韜
玉
札
等

【金
】

中
台
朱
韜
玉
机
等

【思
集
】
中
台
朱
韜
玉
札
等

【麗
再
】
中
台
朱
韜
玉
机
等

【磧
集
】
中
台
朱
韜
玉
札
等

【開
】

中
台
朱
韜
玉
机
等

【磧
】

中
台
朱
韜
玉
扎
等

こ
こ
で
も
武
内
が
正
し
い
と
す
る
「
中
胎
」
を
【
金
剛
】【
七
】
は
共
有
し
、
ま
た
親

鸞
の
誤
り
と
さ
れ
る
「
王
礼
」
も
【
七
】
が
同
じ
で
あ
る()。
43

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
教
行
信
証
』
は
日
本
古
写
経
系
と
近
い
関
係
に
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
こ
そ
が
『
弁
正
論
』
の
正
し
い
本
文
を
伝
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

十
喩
篇
の
書
写
の
形
式

こ
れ
ま
で
武
内
の
議
論
か
ら
文
字
の
異
同
を
少
し
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら

【
教
】
と
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
そ
こ
で
次

に
文
字
の
異
同
で
は
な
く
、
書
写
の
形
式
を
見
て
み
た
い
。

『弁
正
論
』「
十
喩
篇
」
は
、
ま
ず
「
外
○
異
曰
」「
内
○
喩
曰
」
と
記
し
、「
外
（
道

教
）」
と
「
内
（
仏
教
）」
の
双
方
の
主
張
が
対
句
で
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
「
開
士
曰
」

と
記
し
て
、
そ
の
論
点
を
解
説
す
る
と
い
う
形
で
十
箇
条
の
論
述
が
展
開
し
て
い
く
。
そ

の
記
述
の
形
式
が
問
題
で
あ
る
。

【麗
初
】【
金
】【
麗
再
】【
開
】【
磧
】
の
版
本
『
弁
正
論
』
は
、「
外
○
異
曰
」「
内
○

喩
曰
」
と
あ
る
そ
の
下
側
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
内
容
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に

「
注
」
と
い
う
文
字
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
版
に
よ
り
多
少
の
差
異
や
混
乱
は
あ
る
が
、
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基
本
的
に
は
こ
の
形
式
で
進
ん
で
い
く(
)。
44

【版
本
『
弁
正
論
』】

外
○
異
曰

注
○
○
○
○
…

○
○
○
○
○
…

内
○
喩
曰

注
○
○
○
○
…

○
○
○
○
○
…

開
士
曰
…

『廣
弘
明
集
』
諸
本
で
は
「
注
」
の
文
字
は
な
い
が
、
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
「
外
○
異

曰
」「
内
○
喩
曰
」
の
下
側
に
そ
の
主
張
内
容
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
版
本
『
弁
正
論
』
と

同
じ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
形
式
だ
け
を
見
れ
ば
、【
金
剛
集
】【
興
集
】【
開
集
】【
思
集
】

【
磧
集
】
の
第
六
・
七
・
八
喩
に
共
通
し
た
混
乱
が
見
え
る
。

【『
廣
弘
明
集
』
諸
本
】

外
○
異
曰

○
○
○
○
…

○
○
○
○
…

内
○
喩
曰

○
○
○
○
…

○
○
○
○
…

開
士
曰
…

し
か
し
『
教
行
信
証
』
は
こ
れ
ら
と
異
な
り
、「
注
」
の
文
字
は
な
く
、
ま
た
「
外
○

異
曰
」「
内
○
喩
曰
」
の
主
張
内
容
も
そ
の
下
側
で
は
な
く
、
単
に
改
行
さ
れ
て
記
さ
れ

て
い
く
。

【『
教
行
信
証
』】

外
○
異
曰

○
○
○
○
…

○
○
○
○
…

内
○
喩
曰

○
○
○
○
…

○
○
○
○
…

開
士
曰
…

形
式
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
改
行
を
行
わ

な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
弁
正
論
』
引
用
に
際
し
て
の
み
厳
格
に
改
行

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
依
拠
本
の
通
り
に
記
載
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
「
注
」
の
字
は
な
く
、「
外
○

異
曰
」「
内
○
喩
曰
」
の
主
張
内
容
は
単
に
改
行
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
教

行
信
証
』
と
同
じ
形
式
な
の
で
あ
る
。
文
字
の
異
同
は
容
易
に
写
誤
や
校
訂
が
あ
り
え
、

同
一
系
統
で
あ
る
か
ど
う
か
は
俄
か
に
判
断
し
か
ね
る
が
、
書
写
形
式
が
同
じ
と
い
う
の

は
同
一
系
統
の
証
左
で
は
な
い
か()。
45

文
意
の
変
化
を
伴
う
異
同

以
上
の
確
認
か
ら
『
教
行
信
証
』
と
日
本
古
写
経
系
の
『
弁
正
論
』
と
が
非
常
に
近
い
、

同
一
の
系
統
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
『
教
行

信
証
』
に
特
異
で
あ
り
、
か
つ
文
脈
に
関
わ
る
と
し
て
議
論
に
な
っ
て
き
た
点
に
つ
い
て
、
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い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
い
。

第
一
点
目
は
、「
嗟
其
諂
曲・

取
人
之
情
（
其
の
諂
曲
に
し
て
人
の
情
を
取
る
を
嗟
く
）」（
大

正
五
二
、
五
二
六
上
）
と
い
う
文
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
諂
曲
」
が
、『
教
行
信
証
』
で
は

「
嗟
其
諂
典・

取
人
之
情
（
あ
あ
、
そ
の
諂
わ
れ
る
典
、
人
の
情
を
取
る
）」（
定
親
全
一
、
三
六

五
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
親
鸞
は
「
諂
わ
れ
る

典
」
と
し
て
い
る
が
「
諂
曲
」
が
正
し
い
。『
無
量
寿
経
』
巻
上
に
も
「
無
有
虚
偽
諂
曲

之
心
」（
大
正
十
二
、
二
六
九
ｃ
）
と
あ
り
、
同
義
語
を
重
ね
た
六
朝
の
造
語(
)」

と
指
摘
さ

46

れ
る
。
た
だ
し
、
親
鸞
は
こ
の
「
典
」
の
字
の
訓
と
し
て
「
テ
ン
」「
フ
ミ
」
と
記
し
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
箇
所
は
親
鸞
が
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
、
訓
み
換
え
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
も
さ
れ
て
き
た()。
そ
こ
で
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
【
金
剛
】

47

【
七
】【
興
】
を
見
る
と
、
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【金
剛
】
嗟
其
諂
典
取
人
也
情

【七
】

嗟
其
諂
曲
取
人
之
情

【興
】

嗟
其
諂
㬰
取
人
之
情

【七
】
は
「
諂
曲
」
だ
が
、【
金
剛
】
は
「
諂
典
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
【
興
】
の

「
諂
㬰
」
も
字
形
と
し
て
は
非
常
に
近
い
。
こ
れ
ま
で
親
鸞
の
写
誤
、
も
し
く
は
敢
え
て

書
き
換
え
た
と
も
理
解
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
見
た
テ
キ
ス
ト
が
「
諂
典
」

と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
敢
え
て
「
テ

ン
」「
フ
ミ
」
と
訓
を
付
け
た
の
は
、
本
来
は
「
曲
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、「
典
」

と
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
選
び
取
っ
た
と
い
う
親
鸞
の
意
志
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
点
目
に
、「
檢
太
史
公
等
衆
書
（
太
史
公
な
ど
の
衆
書
を
検
す
る
に
）」（
大
正
五
二
、

五
二
七
上
）
と
い
う
文
を
見
た
い
。
こ
こ
を
親
鸞
は
「
撥・

太
史
云・

等
衆
畫・

」（
定
親
全
一
、

三
六
七
）
と
記
し
て
い
る
が
、
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い(
)。「

檢
↓
撥
」「
公
↓
云
」「
書

48

↓
畫
」
と
三
つ
の
字
が
異
な
っ
て
い
る
が
、「
云
」
の
字
は
【
金
剛
】【
七
】
が
同
様
で
あ

り
、【
興
】
は
一
度
「
云
」
と
記
し
た
上
に
「
公
」
と
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る()。
49

た
だ
、
今
確
認
し
た
い
の
は
最
後
の
「
畫
」
の
字
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
字
の
左
に

「
ヱ
」、
右
に
「
ク
ワ
ヲ
」「
カ
ク
ト
モ
」
と
訓
を
記
し
て
注
意
し
て
い
る
。
こ
こ
は
【
金

剛
】【
七
】
も
「
書
」
の
字
で
あ
る
が
、【
興
】
だ
け
は
「
哀
」
と
い
う
字
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
「
哀
」
と
親
鸞
が
記
す
「
畫
」
と
は
、
直
接
見
る
と
字
形
が
非
常
に
似
て
お
り
、

「
畫
」
と
読
め
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
の
か
と
推
測
で
き
る
。

第
三
点
目
に
、「
聖
王
之
巨・

孝
」（
大
正
五
二
、
五
二
九
中
）
と
い
う
文
を
挙
げ
た
い
。
こ

こ
は
『
教
行
信
証
』
で
は
「
聖
王
之
臣・

孝
」（
定
親
全
一
、
三
六
九
）
と
あ
る
。「
巨
孝
」

が
「
臣
孝
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
単
純
な
写
誤
と
さ
れ
る
一
方
、「「
巨
孝
」
は

成
語
で
「
偉
大
な
る
孝
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
「
臣
は
孝
で
あ
る
」
と
い
う
主
語

述
語
の
関
係
に
訓
み
換
え
て
い
る()」
な
ど
と
親
鸞
の
意
図
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
箇
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所
で
あ
る
。
こ
こ
は
【
金
剛
】【
七
】【
開
】【
金
剛
集
】【
興
集
】
が
同
様
に
「
聖
王
之
臣

孝
」
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
宋
版
で
あ
る
開
元
寺
版
が
「
臣
孝
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
興

味
深
い
。

第
四
点
目
は
「
訪・

道・

於
瘖
聾
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
上
）
で
あ
る
。
耳
の
聞
こ
え
な
い

人
に
道
を
尋
ね
る
と
い
う
意
味
だ
が
、『
教
行
信
証
』
に
は
「
謗・

道・

於
瘖
聾
」（
定
親
全
一
、

三
七
〇
）
と
あ
る
。
こ
の
「
謗
」
に
は
「
ソ
シ
ル
」
と
い
う
左
訓
が
付
け
ら
れ
、「「
謗

法
」
は
親
鸞
の
思
想
の
中
で
は
非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
こ
の
字
は
写
誤
と
は
考
え

ら
れ
な
い()」
な
ど
と
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
が
同
じ
く

51

「
謗
道
」
と
し
て
い
る
。
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第
五
点
目
は
、「
問
津・

於
兎
馬
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
上
）
で
あ
る
。
こ
こ
を
『
教
行
信

証
』
は
「
問
律・

於
莬
馬
」（
定
親
全
一
、
三
七
〇
）
と
記
す
。
こ
こ
で
問
題
は
「
問
津
」
と

「
問
律
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、「
問
律
」
を
「
律
令
」
や
「
戒
律
」
を
意
味
す

る
と
し
て
積
極
的
に
受
け
止
め
る
見
方()が
あ
る
一
方
、
福
永
光
司
は
「「
律
」
と
い
う
字
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も
こ
れ
は
写
し
間
違
い
。
さ
ん
ず
い
で
す
ね
。「
津
を
問
う
」
と
い
う
の
は
『
論
語
』
の

こ
と
ば
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
意
味
で
も
こ
こ
は
「
津
」
と
い
う
字
に
使
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。（
中
略
）
渡
し
場
を
兎
と
馬
に
問
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
仏
教
の
経
典
、『
法

華
経
』
や
そ
の
他
に
あ
り
ま
す()」
と
明
ら
か
な
誤
写
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
は
【
金

53

剛
】【
興
】
が
「
問
律
」
と
し
て
お
り
、
親
鸞
は
あ
く
ま
で
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
書
写
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
六
点
目
は
、「
都
者
覩
也
」（
大
正
五
二
、
五
三
六
中
）
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
を
『
教
行

信
証
』
は
「
都
者
都
也
」（
定
親
全
一
、
三
七
四
）
と
記
す
。
こ
れ
は
一
見
し
て
意
味
不
明

で
あ
る
。
親
鸞
は
二
番
目
の
「
都
」
に
「
ミ
ヤ
コ
」
と
仮
名
を
振
っ
て
い
る
の
で
、「
都

は
み
や
こ
な
り
」
と
敢
え
て
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「「
都
」
は

「
覩
」（
み
る
）
の
意
で
あ
る
と
訓
詁
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。「
都
者
都
也
」
は
漢

文
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
写
誤
で
あ
ろ
う()」、「
世
界
中
を
見
渡
す
と
い
う
意
味
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が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
皇
帝
が
居
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
人
々
や
世
界
中
を
見
渡
す

と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
「
都
は
覩
る
な
り()」」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
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て
も
、【
金
剛
】【
七
】【
興
】【
金
剛
集
】
は
「
都
者
都
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
『
弁

正
論
』
歴
代
相
承
篇
第
十
一
に
「
都
者
覩
也
。
言
華
夏
之
地
帝
王
所
居
。
萬
邦
歸
湊
。
處

華
物
麗
謂
之
陸
海
。
有
所
覩
觀
故
云
都
也
」（
大
正
五
二
、
五
四
九
上
）
と
い
う
文
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
の
「
都
者
覩
也
」
も
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
は
「
都
者
都
也
」
と
記
し
て
い

る
（『
廣
弘
明
集
』
は
こ
の
文
ナ
シ
）。

第
七
点
目
は
、『
弁
正
論
』
に
引
か
れ
た
「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
の
一
節
で
あ
る

（
大
正
五
二
、
五
四
九
下
）。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
藤
場
は
「
意
識
し
た
う
え
で
こ
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
意
図
の
検
討
を
し
て
い
る()。
こ
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こ
は
異
同
が
多
い
た
め
、
一
覧
に
し
て
示
し
た
い
。
な
お
『
廣
弘
明
集
』
の
文
は
『
弁
正

論
』
か
ら
で
は
な
く
、「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
あ
る
。

【教
】

无
記
不
當
若・

善
悪
事
佛
强
孝・

子
心
少
者

【金
剛
】

无
記
不
當
若・

﹇

﹈
心
少
者

【七
】

无
記
不
當
善
亜
事
佛
強
孝・

子
心
少
者

【興
】

無
記
不
當
若・

善
亜
事
佛
心・

強
阿
子
心
少
者

【麗
初
】

無
記
不
當
善
亜
事
佛
心・

強
老
子
心
少
者

【金
】

無
記
不
當
善
亜
事
佛
心・

強
老
子
心
少
者

【麗
再
】

無
記
不
當
善
亜
事
佛
心・

強
老
子
心
少
者

【開
】

無
記
不
當
善
亜
事
佛
心・

強
阿
子
心
少
者

【磧
】

無
記
不
當
善
惡
事
佛
心・

強
老
子
心
弱
者

【金
剛
集
】
无
記
性
不
當
善
亜
若
事
佛
心・

强
老
子
心
弱
者

【興
集
】

无
記
性
不
當
善
亜
若
事
佛
心・

強
老
子
心
弱
者

【麗
再
集
】
無
記
性
不
當
善
亜
若
事
佛
心・

强
老
子
心
弱
者

【開
集
】

無
記
性
不
當
善
惡
若
事
佛
心・

强
老
子
心
弱
者

【磧
集
】

無
記
性
不
當
善
惡
若
事
佛
心・

強
老
子
心
弱
者

ま
た
こ
の
「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
は
別
の
書
物
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
見

る
と
「
無
記
性
不
當
善
惡
若
事
佛
心
強
老
子
心
弱
者
」（
道
宣
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
大
正
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五
二
、
三
七
〇
中
）、「
無
記
性
不
當
善
惡
若
事
佛
心
強
老
子
心
弱
者
」（
道
世
『
法
苑
珠
林
』

大
正
五
三
、
七
〇
七
上
）、「
無
記
不
當
善
惡
事
佛
心
強
老
子
心
少
者
」（
澄
禅
『
三
論
玄
義
検

幽
集
』
所
引
『
弁
正
論
』
大
正
七
〇
、
四
〇
六
下
）
で
あ
る
。「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
全
体

を
見
る
と
、『
廣
弘
明
集
』『
集
古
今
佛
道
論
衡
』『
法
苑
珠
林
』
は
同
一
で
あ
り
、『
弁
正

論
』
だ
け
が
異
な
る()。
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
若
」
の
字
の
有
無
と
そ
の
位
置
、「
心
」
の
字
の
有
無
、

そ
し
て
「
老
子
」
と
「
孝
子
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
特
に
親
鸞
は
「
孝
」
に
「
カ
ウ
」
と

訓
を
付
け
て
お
り
（
定
親
全
一
、
三
七
七
）、
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
に
つ
い
て
『
教
行
信

証
』
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
け
れ
ど
も
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
を
見
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
は
見
出
せ
る
の
で
あ
り
、『
教
行
信
証
』
と
同
一
の
テ
キ
ス
ト

が
存
在
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
こ
の
箇
所
も
親
鸞
は
依
拠
本
を
忠
実
に
書
写
し
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
事
例
は
、
今
取
り
上
げ
た
七
箇
所
の
他
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

紙
幅
の
都
合
上
、
そ
れ
ら
は
割
愛
す
る
。

五

興
聖
寺
本
と
開
宝
蔵
系
テ
キ
ス
ト

こ
れ
ま
で
の
確
認
し
て
き
た
中
で
、「【
興
】
と
【
麗
初
】
の
み
が
「
行
」
を
「
以
」
に

し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
実
は
興
聖
寺
本
が
開
宝
蔵
系
の

テ
キ
ス
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
報
告
す
る
。

親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
引
く
『
弁
正
論
』
は
、
巻
第
六
「
十
喩
篇
第
五
」
の
冒
頭
か

ら
始
ま
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
弁
正
論
』
引
用
の
書
き
出
し

（
定
親
全
一
、
三
六
〇
）
で
あ
る
。（
写
真
1
）

辯
正
／
論
〔
法
琳
／
撰
〕
曰

十
喩
九
箴
篇

答
李
道
士
／
十
異
九
述

こ
れ
は
『
弁
正
論
』
巻
第
六
の
冒
頭
に
相
当
す
る
が
、【
金
剛
】
を
見
る
と
、
次
の
通

り
に
な
っ
て
い
る
。（
写
真
2
）

辯
正
論
卷
第
六

沙
門
法
琳
撰

十
喩
九
箴
篇

答
李
道
士
十
異
九
迷

最
後
の
「
述
」
と
「
迷
」
の
違
い
を
除
い
て
、『
教
行
信
証
』
と
【
金
剛
】
は
基
本
的

に
一
致
し
て
い
る
。
な
お
【
七
】
は
巻
第
六
の
巻
首
が
欠
損
し
て
お
り
、
確
認
で
き
な
い()。
58
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こ
の
「
十
喩
篇
」
冒
頭
は
、
全
て
の
『
廣
弘
明
集
』（
大
正
五
二
、
一
七
五
下
）
で
次
の

通
り
に
な
っ
て
い
る
。

辯
正
論
十
喩
九
箴
篇

釋
法
琳

十
喩
篇
上

答
李
道
士
十
異
論

ま
ず
総
題
と
し
て
「
十
喩
九
箴
篇
」
と
記
し
た
上
で
、「
十
喩
篇
」「
九
箴
篇
」
を
分
け

て
「
李
道
士
」
に
答
え
る
と
い
う
形
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、【
麗
初
】【
麗
再
】

の
巻
第
六
の
冒
頭
（
大
正
五
二
、
五
二
四
下
）
は
次
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
（【
金
】
は
破
損

を
【
麗
再
】
で
補
う
）。

辯
正
論
卷
第
六

唐
沙
門
釋
法
琳
撰

十
喩
篇
第
五
〔
答
傅
道
／
士
十
異
〕

内
九
箴
篇
第
六

氣
爲
道
本
篇
第
七

【金
剛
】
が
「
十
喩
九
箴
篇
」
と
記
す
の
に
対
し
て
、【
麗
初
】【
麗
再
】
は
「
十
喩
篇

第
五
」「
内
九
箴
篇
第
六
」「
氣
爲
道
本
篇
第
七
」
と
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
記
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
り
、
巻
第
六
の
目
次
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
【
金
剛
】
が
「
答
李・

道
士
十
異
九

迷
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
答
傅・

道
士
十
異
」
と
し
て
い
る
。「
十
喩
九
箴
篇
」
は
李
仲

卿
の
『
十
異
九
迷
論
』
に
反
駁
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
答
李
道
士
」
と
書
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
答
傅
道
士
」
と
あ
る
の
は
、
傅
奕
と
李
仲
卿
を
間
違
え
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る(
)。

ま
た
、【
麗
初
】【
麗
再
】
で
は
割
注
に
な
っ
て
い
る
点
も
相
違
す
る
。

59

そ
こ
で
、
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
を
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。（
写
真
3
）

辨
正
論
卷
第
六

唐
沙
門
釋
法
琳
撰

十
喩
篇
第
五
〔
答
傅
道
／
士
十
異
〕

内
九
箴
篇
第
六

氣
爲
道
本
篇
第
七

こ
の
よ
う
に
【
興
】
は
【
麗
初
】【
麗
再
】
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、【
教
】【
金
剛
】
と

は
大
幅
に
異
な
る
。

で
は
、【
開
】【
磧
】【
大
正
宋
】
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
巻
の
分
け
方
が
異

な
っ
て
い
る
。「
十
喩
篇
」
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
前
半
部
分
が
巻
第
五

に
収
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。【
開
】
の
十
喩
篇
冒
頭
（
巻
第
五
第
十
紙
）
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
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而
舐
足
曰
余
請
罪
矣
余
請
罪
矣

十
喩
篇
第
五
〔
答
傅
道
／
士
十
異
〕

内
九
箴
篇
第
六

氣
爲
道
本
篇
第
七

こ
こ
で
「
而
舐
足
曰
余
請
罪
矣
余
請
罪
矣
」
と
あ
る
の
は
、
高
麗
版
で
の
巻
第
五
「
釈

李
師
資
篇
第
四
」
の
最
後
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、【
麗
初
】
で
巻
第
六
の
目
次

と
し
て
冒
頭
に
置
か
れ
た
言
葉
が
、【
開
】
で
は
そ
の
ま
ま
巻
第
五
の
途
中
に
移
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
実
は
、
高
麗
版
の
よ

う
に
巻
を
分
け
た
場
合
、
巻
第
五
と
巻
第
六
と
は
約
三
倍
の
分
量
の
差
が
で
き
る
。
こ
れ

は
折
本
で
見
る
と
か
な
り
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
折
本
と
な
っ
た
開
元
寺
版
以
降
は

十
喩
篇
の
前
半
を
巻
第
五
に
移
し
、
そ
の
均
等
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
十
喩
篇
と
九
箴
篇
は
、
李
仲
卿
の
『
十
異
九
迷
論
』
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
き
起

こ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
二
篇
は
一
連
の
文
と
し
て
同
一
の
巻
に
あ
る
の
が
本
来
で
あ

ろ
う
。

｢十
喩
篇
」
が
巻
第
六
に
始
ま
る
の
が
本
来
だ
と
い
う
の
は
、『
弁
正
論
』
巻
第
一
冒
頭

（
大
正
五
二
、
四
九
〇
中
）
に
、
次
の
よ
う
に
全
体
の
目
次
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

辯
正
論
卷
第
一

唐
沙
門
釋
法
琳
撰

三
教
治
道
篇
第
一

上
下

十
代
奉
佛
篇
第
二

上
下

佛
道
先
後
篇
第
三

卷
第
五

釋
李
師
資
篇
第
四

十
喩
篇
第
五

卷
第
六

九
箴
篇
第
六

氣
爲
道
本
篇
第
七

信
毀
交
報
篇
第
八

卷
第
七

品
藻
衆
書
篇
第
九

出
道
僞
謬
篇
第
十

卷
第
八

歴
世
相
承
篇
第
十
一

歸
心
有
地
篇
第
十
二

こ
の
記
述
は
、【
興
】【
麗
初
】【
金
】【
麗
再
】【
開
】【
思
】【
磧
】
に
は
共
通
し
て
い

る
。
な
お
【
金
剛
】
に
こ
の
文
は
な
く
、【
七
】
は
巻
第
一
冒
頭
が
欠
損
し
て
お
り
確
認

で
き
な
い
。
と
も
か
く
、「
十
喩
篇
第
五
」
は
「
巻
第
六
」
に
始
ま
る
と
い
う
の
が
本
文

に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
巻
第
五
の
途
中
か
ら
十
喩
篇
が
始
ま
る
【
開
】【
思
（
大

正
宋
）】【
磧
】
は
後
か
ら
変
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、【
磧
】（
巻
第
五
第
十
二
紙
）
と
【
大
正
宋
】（
巻
第
五
）
の
十
喩
篇
の
冒

頭
を
見
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

手
而
舐
足
曰
余
請
罪
矣
余
請
罪
矣

十
喩
篇
第
五

[答
傅
道
／
士
十
異
]

つ
ま
り
「
内
九
箴
篇
第
六
」「
氣
爲
道
本
篇
第
七
」
と
い
う
記
述
が
脱
落
し
て
い
る
。
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こ
の
脱
落
箇
所
は
【
麗
初
】【
麗
再
】
で
は
巻
第
六
の
内
容
の
目
次
で
あ
り
、【
開
】
は
そ

の
ま
ま
巻
第
五
に
移
動
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
巻
第
五
の
記
述
と
し
て
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
。
そ
の
た
め
、【
磧
】【
大
正
宋
】
は
こ
れ
を
外
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
十
喩
篇
後
半
は
「
内
十
喩

答
外
十
異
」（
大
正
五
二
、
五
二
六
下
）
と
い

う
言
葉
に
始
ま
る
が
、【
開
】【
磧
】【
大
正
宋
】
は
そ
こ
か
ら
巻
第
六
が
始
ま
る
。
そ
れ

ぞ
れ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

【開
】辯

正
論
卷
第
六

内
十
喩

沙
門

法
琳

撰

答
外
十
異
〔
答
李
道
／
士
十
異
〕

【磧
】【
大
正
宋
】

辨
正
論
卷
第
六

沙
門

法
琳

撰

十
喩
篇
第
五
之
餘

内
九
箴
篇
第
六

内
十
喩

答
外
十
異

【開
】
は
、「
答
李・

道
士
」
と
い
う
正
し
い
記
述
が
こ
こ
で
出
て
く
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
【
磧
】【
大
正
宋
】
は
「
十
喩
篇
第
五
之
餘
」「
内
九
箴
篇
第
六
」
と
巻
第
六
の
目
次

が
示
さ
れ
る
。
な
お
【
磧
】【
大
正
宋
】
は
、「
氣
爲
道
本
篇
第
七
」
が
さ
ら
に
巻
第
七
に

移
っ
て
い
る
。

話
が
非
常
に
遠
回
り
し
た
が
、
確
認
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
巻

第
六
の
始
ま
り
の
記
述
形
式
は
高
麗
版
系
と
の
み
共
通
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
当
時
、
開
宝
蔵
系
の
『
弁
正
論
』
が
日
本
に
存
在
し
、
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
だ
ろ
う(
)。
60

文
字
単
位
で
見
て
も
、【
興
】
と
【
麗
初
】
と
そ
の
系
統
の
『
弁
正
論
』
の
み
が
共
通

す
る
箇
所
は
散
見
さ
れ
る
。
四
例
示
し
て
み
よ
う
。

｢㸦
・
互
」
↓
「
来
」（
大
正
五
二
、
五
二
九
中
）

【教
】

更
㸦
爲
父
子

【金
剛
集
】
更
㸦
為
父
子

【金
剛
】
更
㸦
爲
父
子

【興
集
】

更
㸦
為
父
子

【七
】

更
㸦
爲
父
子

【麗
初
集
】
更
㸦
為
父
子

【興
】

更
来・

為
父
子

【麗
再
集
】
更
㸦
為
父
子

【麗
初
】
更
来・

為
父
子

【開
集
】

更
互
爲
父
子

【金
】

更
㸦
為
父
子

【思
集
】

更
互
爲
父
子

【麗
再
】
更
㸦
為
父
子

【磧
集
】

更
互
爲
父
子

【開
】

更
互
爲
父
子

【磧
】

更
互
爲
父
子

｢行
」
↓
「
以
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
上
）

【教
】

非
釋
敎
所
宜
行
也

【金
剛
集
】
非
釋
教
逢
宜
行
也

【金
剛
】
非
釋
教
逢
冝
行
也

【興
集
】

非
釋
教
逢
宜
行
也

【七
】

非
釋
教
逢
冝
行
也

【麗
初
集
】
非
釋
教
逢
冝
行
也

【興
】

非
釋
教
逢
冝
以・

也

【麗
再
集
】
非
釋
教
逢
冝
行
也
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【麗
初
】
非
釋
教
逢
冝
以・

也

【開
集
】

非
釋
敎
所
宜
行
也

【金
】

非
釋
教
逢
冝
行
也

【思
集
】

非
釋
敎
所
宜
行
也

【麗
再
】
非
釋
教
逢
冝
行
也

【磧
集
】

非
釋
敎
所
宜
行
也

【開
】

非
釋
敎
所
冝
行
也

【磧
】

非
釋
敎
所
宜
行
也

｢解
」
↓
「
朝
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
下
）

【教
】

未
能
忘
言
而
神
解

【金
剛
集
】
未
能
忘
言
而
神
解

【金
剛
】
未
能
忘
言
而
神
解

【興
集
】

未
能
忘
言
而
神
解

【七
】

未
能
忘
言
而
神
解

【麗
初
集
】
未
能
忘
言
而
神
解

【興
】

未
能
忘
言
而
神
朝・

【麗
再
集
】
未
能
忘
言
而
神
解

【麗
初
】
未
能
忘
言
而
神
朝・

【開
集
】

未
能
忘
言
而
神
解

【金
】

未
能
忘
言
而
神
解

【思
集
】

未
能
忘
言
而
神
解

【麗
再
】
未
能
忘
言
而
神
解

【磧
集
】

未
能
忘
言
而
神
解

【開
】

未
能
忘
言
而
神
解

【磧
】

未
能
忘
言
而
神
解

｢之
」
↓
「
名
言
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
下
）

【教
】

德
之
所
成

【金
剛
集
】
徳
三
逢
成

【金
剛
】
徳
之
逢
成

【興
集
】

徳
之
逢
成

【七
】

徳
之
逢
成

【麗
初
集
】
徳
之
逢
成

【興
】

徳
名・

言・

逢
成

【麗
再
集
】
徳
之
逢
成

【麗
初
】
徳
名・

言・

逢
成

【開
集
】

德
之
所
成

【金
】

徳
名・

言・

逢
成

【思
集
】

德
之
所
成

【麗
再
】
徳
名・

言・

逢
成

【磧
集
】

德
之
所
成

【開
】

德
之
所
成

【磧
】

德
之
所
成

今
回
の
検
討
範
囲
は
基
本
的
に
親
鸞
の
引
用
箇
所
で
あ
る
た
め
、
数
は
多
く
な
い
が
、

【
興
】
と
【
麗
初
】
系
に
の
み
共
通
す
る
文
字
や
文
章
が
出
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
興
聖
寺
一
切
経
に
つ
い
て
池
麗
梅
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。

興
聖
寺
一
切
経
の
成
立
に
は
、
平
安
時
代
の
西
楽
寺
一
切
経
の
時
期
だ
け
で
は
な
く
、

鎌
倉
時
代
の
補
写
時
に
も
開
宝
蔵
本
（
ま
た
は
そ
の
転
写
本
）
が
常
に
何
ら
か
の
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る()。
61

こ
の
指
摘
か
ら
す
る
と
、
興
聖
寺
本
『
弁
正
論
』
も
開
宝
蔵
系
の
テ
キ
ス
ト
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か()。
62

六

『教
行
信
証
』
と
宋
版
一
切
経

興
聖
寺
本
と
高
麗
版
系
の
関
係
を
辿
っ
て
き
た
が
、
当
時
、
開
宝
蔵
系
の
『
弁
正
論
』

が
日
本
に
存
在
し
、
影
響
を
持
ち
得
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
で
は
、『
教
行
信
証
』
所
引

『
弁
正
論
』
に
は
、
興
聖
寺
本
の
よ
う
な
宋
版
の
影
響
は
な
い
の
か
。

実
は
、【
教
】
に
は
日
本
古
写
経
系
に
合
致
せ
ず
、【
麗
初
】
や
【
開
】
に
合
致
す
る
箇
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所
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
畢
竟
」（
大
正
五
二
、
五
二
五
上
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る

が
、
こ
れ
を
【
金
剛
】【
七
】
は
「
畢
景
」
と
記
す
。
ま
た
「
佛
理
」（
大
正
五
二
、
五
三

〇
上
）
と
い
う
言
葉
を
、【
金
剛
】【
七
】【
興
】
は
「
佛
里
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
親
鸞
が
見
た
依
拠
本
も
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
畢
景
」「
佛
里
」
と

記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
想
定
が
で
き
る
。
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
畢

竟
」「
佛
理
」（
定
親
全
一
、
三
六
二
、
三
七
〇
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

親
鸞
が
書
写
の
際
に
、
宋
版
の
『
弁
正
論
』
を
参
照
し
て
修
訂
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る()。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
例
だ
け
で
は
、
親
鸞
が
修
訂
し
た
の
か
、
そ
れ
と

63

も
す
で
に
修
訂
さ
れ
た
も
の
を
親
鸞
が
見
た
の
か
の
区
別
は
つ
か
な
い
。

そ
の
中
で
、
確
実
に
親
鸞
が
修
訂
を
行
っ
た
と
分
か
る
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
そ

れ
が
「
怨
親・

數
爲
知
識

知
識
數
爲
怨
親・

」（【
興
】
写
真
4
、【
麗
初
】【
金
】【
麗
再
】

【
開
】）
と
「
怨
數
爲
知
識

知
識
數
爲
怨
」（【
金
剛
】
写
真
5
、【
七
】【
磧
】【
大
正
宋
】、
全

『
廣
弘
明
集
』）
で
あ
る
（
大
正
五
二
、
五
二
九
中
）。
こ
の
文
の
典
拠
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の
「
怨
數
爲
知
識

知
識
數
爲
怨
」（
大
正
二
六
、
五
九
中
）
と
い
う
文
で
あ
り
、【
麗
初
】

【
開
】
な
ど
の
み
が
「
怨
」
を
「
怨
親
」
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
『
教
行
信
証
』
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
（
写
真
6
）、
本
文
に
は
ま
ず

「
怨
數
爲
知
識
」
と
あ
り
、
か
つ
「
怨
」
と
「
數
」
の
間
に
印
が
付
け
ら
れ
、
欄
外
に

「
親
」
の
字
が
補
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
次
の
句
は
「
知
識
數
爲
怨
親
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
見
る
と
、
親
鸞
は
【
麗
初
】
や
【
開
】
の
影
響
下
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
見
て
執
筆
し

つ
つ
も
、「
親
」
の
字
を
書
き
落
と
し
た
為
に
、
そ
れ
を
欄
外
に
補
記
し
た
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
問
題
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
実
は
、
本
文
に
書
か
れ
た
「
怨
數
爲
知
識
」

の
「
數
」
の
字
は
、
ま
ず
「
親
」
と
書
い
た
上
に
「
數
」
を
上
書
き
し
た
も
の
な
の
で
あ

る(
)。
64

そ
う
す
る
と
、
親
鸞
は
初
め
「
怨
親
數
爲
知
識
」
と
書
こ
う
と
し
て
、「
怨
親
」
ま
で

書
い
た
。
し
か
し
そ
の
時
点
で
こ
れ
を
「
怨
數
爲
知
識
」
に
変
更
す
る
こ
と
に
し
、「
親
」

に
「
數
」
を
上
書
き
し
て
「
怨
數
爲
知
識
」
と
書
い
た
。
そ
の
直
後
に
、
や
は
り
も
う
一

度
「
怨
親
數
爲
知
識
」
に
す
る
こ
と
に
し
て
、
欄
外
に
再
び
「
親
」
の
字
を
補
記
し
た()上
65
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で
、
次
の
句
は
「
知
識
數
爲
怨
親
」
と
記
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
親
鸞
は

修
訂
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
二
つ
の
可
能
性
が
提
起
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
あ
く
ま
で
親
鸞
の
手
元
に
は
一

本
の
『
弁
正
論
』
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
『
弁
正
論
』

に
は
【
麗
初
】
や
【
開
】
の
影
響
を
受
け
て
「
怨
親
數
爲
知
識
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
親

鸞
は
そ
の
ま
ま
書
写
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
こ
の
文
の
典
拠
が
『
十
住
毘
婆

沙
論
』
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
原
典
に
従
っ
て
「
怨
數
爲
知
識
」
と
記
す
こ
と
に
し

た
。
け
れ
ど
も
や
は
り
『
弁
正
論
』
自
体
の
記
述
に
従
う
こ
と
に
し
て
「
親
」
の
字
を
補

記
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
親
鸞
の
手
元
に
「
怨
親
數
爲
知
識
」
と

「
怨
數
爲
知
識
」
と
あ
る
二
種
類
の
『
弁
正
論
』
が
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
参
照
さ
れ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
も
修
訂
の
経
緯
自
体
は
同
じ
で
あ
る
。

親
鸞
は
日
本
古
写
経
系
の
テ
キ
ス
ト
を
依
拠
本
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
【
金

剛
】【
七
】
と
同
じ
く
「
怨
數
爲
知
識
」
と
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
【
興
】
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
宋
版
の
影
響
を
受
け
た
古
写
本
も
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
先
に
提
起
し
た
二
つ
の
可
能
性
の
う
ち
、
前
者
の
場
合
そ
の

親
鸞
の
修
訂
は
こ
こ
を
含
め
た
非
常
に
限
定
さ
れ
た
箇
所
の
み
に
な
る
の
に
対
し
、
後
者

の
場
合
『
弁
正
論
』
引
用
全
体
に
わ
た
っ
て
親
鸞
に
よ
る
修
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
親
鸞
の
誤
記
ま
た
は
意
図
的
書
き
換
え
な

ど
と
言
わ
れ
て
い
た
多
く
の
箇
所
に
つ
い
て
、
前
者
の
場
合
は
敢
え
て
書
き
換
え
た
と
い

っ
た
特
別
な
意
図
は
あ
ま
り
な
く
、
後
者
の
場
合
に
は
比
較
の
上
で
敢
え
て
そ
う
記
す
何

ら
か
の
意
図
が
託
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ

ろ
、
現
在
そ
れ
を
決
め
る
確
証
は
な
い
。

で
は
、
親
鸞
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
書
写
者
が
修
訂
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
こ
で
用
い

た
も
の
は
、【
麗
初
】
系
か
【
開
】
系
の
ど
ち
ら
な
の
か
と
言
え
ば
、
材
料
が
少
な
く
判

断
が
付
か
な
い
。
例
え
ば
、【
教
】【
開
】
が
「
柱
史
」（
大
正
五
二
、
五
四
七
上
）
と
し
て

い
る
箇
所
を
【
金
剛
】【
七
】【
興
】【
麗
初
】【
金
】
は
「
柱
吏
」
に
、【
教
】【
開
】
が

「
已
澆
之
末
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
中
）
と
し
て
い
る
箇
所
を
【
金
剛
】【
興
】【
麗
初
】

【
金
】【
麗
再
】
が
「
已
澆
之
未
」
と
し
て
い
る
点
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
【
教
】
と

【
開
】
が
近
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
誤
差
の
範
囲
内
で
あ
ろ
う
。
ま
た

逆
に
、
普
通
「
剖
」（
大
正
五
二
、
五
二
五
上
）
と
あ
る
箇
所
を
、【
教
】【
興
】【
麗
初
】
の

み
「
割
」
と
記
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
ま
た
、
欠
筆
か
ら
す
れ
ば
【
麗
初
】
が
近
い
が
、

そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
先
の
述
べ
た
よ
う
に
不
明
で
あ
る
。

七

日
本
古
写
経
『
弁
正
論
』
と
『
教
行
信
証
』
と
の
距
離

【金
剛
】【
七
】【
興
】
と
『
教
行
信
証
』
と
が
非
常
に
密
接
で
あ
る
と
報
告
し
て
き
た

が
、
最
後
に
【
金
剛
】【
七
】【
興
】
の
ど
れ
が
一
番
近
い
の
か
を
考
え
た
い
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
箇
所
と
し
て
、『
教
行
信
証
』
に
十
六
字
の
脱
落
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
（
定
親
全
一
、
三
七
五
）。
こ
の
十
六
字
脱
落
に
つ
い
て
藤
場
俊
基
は
、「
省

略
部
分
は
ほ
ぼ
一
行
に
相
当
す
る
。
依
用
本
の
成
立
過
程
か
『
教
行
信
証
』
の
書
写
段
階

か
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
一
行
が
誤
っ
て
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る()」
と
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
一
行
十
六
字
脱
落
を
共
有
し
て
い
る
も
の
は
あ

66
る
の
か
。
こ
の
箇
所
（
大
正
五
二
、
五
四
六
下
）
を
一
覧
に
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る

（『
廣
弘
明
集
』
に
は
ナ
シ
）。
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【教
】

依
宋
人
陸
偱
靜
／
而
列
一
千
二
百
卄
八
卷

【金
剛
】
依
宗
人
陸
脩
而
列
一
千
二
百
／
卄
八
□

【七
】

依
宋
人
陸
脩
靜
而
列
／
撿・

脩・

靜・

目・

中・

見・

有・

経・

書・

藥・

方・

符・

圖・

等・

合・

有・

／
一
千

二
百
二
十
八
卷

【興
】

依
愛
人
陸
脩
靜
而
列
撿・

脩・

／
靜・

目・

中・

見・

有・

绖・

書・

藥・

方・

符・

□・

等・

合・

有・

一
千
二

百
卄
八
／
卷

【麗
初
】
依
宋
人
陸
修
靜
／
逢
列
撿・

修・

靜・

目・

中・

見・

有・

経・

書・

藥・

方・

符・

／
圖・

等・

合・

有・

一
千

二
百
二
十
八
卷

【金
】

依
宋
人
陸
修
靜
／
逢
列
撿・

修・

靜・

目・

中・

見・

有・

経・

書・

藥・

方・

符・

／
圖・

等・

合・

有・

一
千

二
百
二
十
八
卷

【麗
再
】
依
宋
人
陸
修
靜
／
逢
列
撿・

修・

靜・

目・

中・

見・

有・

経・

書・

藥・

方・

符・

／
圖・

等・

合・

有・

一
千

二
百
二
十
八
卷

【開
】

依
宋
人
陸
修
靜
所
列
撿・

／
修・

靜・

目・

中・

見・

有・

經・

書・

藥・

方・

符・

圖・

等・

合・

有・

一
千
／

二
百
二
十
八
卷

【磧
】

依
宋
人
陸
修
靜
所
列
／
檢・

修・

靜・

目・

中・

見・

有・

經・

書・

藥・

方・

符・

圖・

等・

合・

有・

一
／
千

二
百
二
十
八
卷

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、【
教
】（
写
真
7
）
と
【
金
剛
】（
写
真
8
）
の
み
が
こ
の
十

六
字
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
場
の
指
摘
す
る
通
り
、
書
写
の
段
階
で

の
一
行
脱
落
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
偶
然
に
一
致
す
る
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
脱
落

箇
所
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、【
教
】
と
【
金
剛
】
と
が
そ
の
ル
ー
ツ
を
同
じ
く
す

る
証
拠
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、【
興
】
は
先
述
の
通
り
、
開
宝
蔵
系
で
校
訂

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
本
来
あ
っ
た
一
行
脱
落
を
補
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
宋
版
の
刊
本
は
、
高
麗
版
系
統
が
一
行
十
四
文
字
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は

一
行
十
七
文
字
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
六
文
字
の
脱
落
は
、
そ
の
よ
う
な
刊

本
か
ら
書
写
し
た
場
合
に
は
起
こ
り
に
く
い
。
そ
こ
で
【
七
】（
写
真
9
）
と
【
興
】（
写

真

）
の
当
該
箇
所
を
見
る
と
、
今
言
及
し
て
い
る
十
六
文
字
が
【
七
】
に
お
い
て
そ
の

10
ま
ま
一
行
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
六
文
字
脱
落
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
七
寺
本
と
同

じ
形
態
の
『
弁
正
論
』
の
書
写
に
お
い
て
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
今
後
新

た
に
古
写
経
『
弁
正
論
』
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
特
に
親
鸞
と
の
関
係
で
は
こ
の
十
六
文

字
脱
落
が
一
つ
の
基
準
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
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以
上
で
【
教
】
と
【
金
剛
】
と
の
近
接
性
が
指
摘
で
き
る
が
、
さ
ら
に
【
七
】
と

【
興
】
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、【
金
剛
】
と
【
興
】
と
が
共
通

し
【
七
】
の
み
異
な
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
す
で
に
見
た
、「
問
津
」
が
「
問
律
」
に

な
っ
て
い
る
点
は
【
教
】【
金
剛
】【
興
】
の
み
に
共
通
す
る
点
で
あ
っ
た
。
同
様
の
事
例

は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
本
来
「
若
在
周
初
」（
大
正
五
二
、
五
二
六
上
）
と
あ
る
文
を
、

【
教
】
が
単
に
「
周
初
」（
定
親
全
一
、
三
六
四
）
と
記
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
箇

所
は
【
七
】
が
「
若
在
周
初
」
で
あ
り
、【
金
剛
】【
興
】
が
「
若
周
初
」
で
あ
る
。
す
る

と
【
七
】
↓
【
金
剛
】【
興
】
↓
【
教
】
と
い
う
次
第
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
他
に
も
、
本

来
「
吾
」（
大
正
五
二
、
五
三
〇
上
）
の
字
を
【
金
剛
】【
興
】
の
み
が
「
五
」
と
し
て
い
る

点
。
九
箴
篇
に
お
い
て
第
一
箴
か
ら
第
二
箴
に
移
る
際
（
大
正
五
二
、
五
三
〇
上
）、
全
て

の
『
弁
正
論
』『
廣
弘
明
集
』
が
改
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、【
金
剛
】【
興
】
の

み
が
改
行
せ
ず
に
文
章
を
続
け
て
い
く
点
な
ど
、【
金
剛
】
と
【
興
】
だ
け
が
共
有
し
て

い
る
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恣
意
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
代
や
地
域
性
を

鑑
み
て
も
、【
七
】
よ
り
も
【
金
剛
】
と
【
興
】
と
が
よ
り
近
い
テ
キ
ス
ト
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

本
稿
は
、
日
本
古
写
経
『
弁
正
論
』
と
『
教
行
信
証
』
と
の
比
較
を
行
い
、
特
に
注
目

さ
れ
る
い
く
つ
か
の
点
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

親
鸞
の
誤
写
、
も
し
く
は
意
図
的
な
書
き
換
え
と
推
測
さ
れ
て
き
た
箇
所
の
多
く
が
、
あ

く
ま
で
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
書
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
に
、

宋
版
一
切
経
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
（
た
だ
し
思
渓
版
の
影
響
は
見
え
な

い
）。
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
に
の
み
特
異
な
箇
所
は
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
り()、
そ
れ
ら
が

67

依
拠
本
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
判
別
が
つ
か
な
い
。
今
後
改
め
て
よ
り
広
い
視
野
か
ら
十
分
な
検
討
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
親
鸞
の
依
拠
本
が
金
剛
寺
本
と
ル
ー
ツ
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、

親
鸞
が
い
つ
ど
こ
で
そ
れ
を
見
た
の
か
も
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
二
十
九
歳
ま

で
比
叡
山
に
お
り
、
そ
の
後
に
吉
水
の
法
然
の
も
と
へ
行
く
も
、
三
十
五
歳
で
越
後
へ
流

罪
。
や
が
て
関
東
に
赴
き
、
六
十
歳
過
ぎ
ご
ろ
に
京
都
へ
戻
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
親
鸞

の
『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
の
執
筆
は
、
筆
跡
か
ら
六
十
歳
ご
ろ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、

『
弁
正
論
』
へ
の
関
心
自
体
は
そ
れ
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
親
鸞

（ 74 ）
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の
依
拠
本
は
在
関
東
時
代
に
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、『
弁
正
論
』

の
引
用
意
図
と
も
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、『
弁
正
論
』
の
写
本
研
究
と
、

『
教
行
信
証
』
の
思
想
研
究
の
双
方
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う(
)。
68

唐
代
初
期
に
お
け
る
仏
教
と
道
教
と
の
論
争
の
書
で
あ
る
『
弁
正
論
』
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
親
鸞
だ
け
で
な
く
、
中
国
・
日
本
の
思
想
史
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要
な
書
物

で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
の
研
究
は
今
後
も
多
く
な
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
本
来

の
形
態
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
日
本
古
写
経
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
注
目
し

て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

『日
本
現
存
八
種
一
切
経
対
照
目
録
』（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実
行

委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
れ
ば
、『
弁
正
論
』
の
古
写
本
は
石
山
寺
・
西
方
寺
・
新
宮

寺
・
妙
蓮
寺
に
現
存
し
て
い
る
と
さ
れ()、
ま
た
そ
の
他
に
も
古
写
本
の
存
在
は
報
告
さ
れ

69

て
い
る(
)。

十
分
な
研
究
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

70

【附
録
】
古
写
経
『
弁
正
論
』
の
系
譜
に
つ
い
て
、
今
回
の
検
討
結
果
か
ら
、
い
く
つ

か
の
疑
問
符
を
付
け
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
よ
う
。
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註(1
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
増
補
第
三
刷
一
頁

（
文
栄
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。

(2
)
存
覚
『
六
要
鈔
』
は
『
弁
正
論
』
の
引
用
に
つ
い
て
、「
凡
此
論
文
、
一
一
文
義
、
不
可

輙
解
、
又
非
要
須
。（
お
お
よ
そ
こ
の
論
文
、
一
々
の
文
義
、
た
や
す
く
解
す
べ
か
ら
ず
、
ま

た
要
須
に
あ
ら
ず
）」（『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
二
巻
四
三
五
頁
、
大
八
木
興
文
堂
、
二
〇
〇
一

年
）
と
重
要
視
し
な
い
姿
勢
を
見
せ
る
。

(3
)
『真
宗
聖
教
全
書
』
第
二
巻
四
三
二
頁
。

(4
)
例
え
ば
、
存
覚
が
大
幅
な
相
違
を
指
摘
す
る
九
箴
篇
第
二
箴
の
引
用
に
つ
い
て
（『
真
宗

聖
教
全
書
』
第
二
巻
四
三
三
頁
）、
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
、
存
覚
の
指
摘
と
合
致
す
る
も
の

は
『
大
正
蔵
』
の
校
異
に
示
さ
れ
る
元
明
二
本
の
み
で
あ
っ
た
（
大
正
五
二
、
五
三
〇
、
注
一

〇
、
二
〇
）。
な
お
時
代
的
に
存
覚
が
明
本
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
存
覚
の
依
用
本
は
元
本
に

近
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(5
)
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
東
本
願
寺
出
版
部
が
発
行
す
る
『
真
宗
聖
典
』（
一
九
七
八

年
）
で
は
、『
教
行
信
証
』
の
『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、
高
麗
版
に
基
づ
い
て
二
十

箇
所
以
上
の
文
字
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。

(6
)
中
略
筆
者
、
武
内
義
雄
「
教
行
信
證
所
引
辯
正
論
に
就
い
て
」（『
大
谷
学
報
』
第
十
二
巻

第
一
号
十
五
頁
）。

(7
)
星
野
元
豊
『
講
解
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
二
一
九
七
頁
（
法
藏
館
、
一
九
九
四
年
）。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
目
も
見
え
ず
…
」
と
い
う
言
葉
は
、
親
鸞
八
五
歳
の
手
紙
の
言
葉
で
あ
る
。

(8
)
｢『
弁
正
論
』
の
と
こ
ろ
は
実
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
変
わ
っ
て
い
な
い
ど
こ

ろ
か
、
坂
東
本
の
な
か
で
も
六
十
歳
ご
ろ
に
書
か
れ
た
箇
所
が
一
番
残
っ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、

清
書
と
い
う
意
識
が
一
番
濃
厚
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
写

す
際
の
所
覧
の
本
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
が
、『
弁
正
論
』
の
部
分
は
改
行
が
非
常
に
丁
寧
に

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
字
も
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
す
。（
中
略
）
私
た
ち

か
ら
す
る
と
読
み
に
く
い
、
主
題
が
見
え
に
く
い
『
弁
正
論
』
の
部
分
が
、
実
は
ほ
と
ん
ど
修

正
が
加
え
ら
れ
ず
、
最
終
形
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。」（
中
略
筆
者
、
三

木
彰
円
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
袞
親
鸞
自
筆
・
坂
東
本
を
通
し
て
袞
」『
現
代
と
親
鸞
』
第

二
七
号
二
一
五
頁
、
二
〇
一
三
年
）。

(9
)
こ
こ
で
藤
場
が
用
い
た
明
版
と
は
、『
大
正
蔵
』
の
脚
注
の
も
の
を
指
す
の
か
、
そ
れ
以

外
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
五
九
頁
。

10(
)
『教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
研
究
さ
れ
て

11き
た
。
そ
の
う
ち
、
三
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
『
教
行
信
証
』
で
の
大
部
の
引
用
と
し
て
『
涅
槃
経
』
が
あ
る
。
親
鸞
に
は
『
教
行
信

証
』
以
外
に
、『
涅
槃
経
』
を
抜
き
書
き
し
た
ノ
ー
ト
が
二
種
存
在
す
る
が
、『
教
行
信
証
』
の

書
誌
学
的
研
究
を
行
っ
た
重
見
一
行
は
、『
大
正
大
蔵
経
』
と
比
較
し
、
片
方
は
「
基
本
は
南

宋
系
南
本
」（
増
上
寺
蔵
思
渓
版
一
切
経
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
北
本
系
宮
内
庁
本
に
ま

っ
た
く
一
致
す
る
」（「
東
禅
等
覚
院
板
」〔
参
照
『
図
書
寮
漢
籍
善
本
書
目

附
録
』
十
一

ウ
〕）
と
す
る
。
そ
の
上
で
、『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
引
用
は
「
決
し
て
あ
る
特

定
の
涅
槃
経
写
本
（
刊
本
）
の
忠
実
な
引
用
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
親
鸞
自
身
に
よ
る
幾
度

か
南
北
両
系
本
を
校
合
し
た
結
果
の
は
な
は
だ
し
い
混
態
を
示
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
」
と

指
摘
す
る
（『
教
行
信
証
の
研
究

そ
の
成
立
過
程
の
文
献
学
的
考
察
』
一
六
〇
〜
一
六
一
頁
、

法
藏
館
、
一
九
八
一
年
）。

次
に
、
同
じ
く
大
部
の
引
用
と
し
て
『
日
蔵
経
』『
月
蔵
経
』
の
引
用
が
あ
る
。『
日
蔵
経
』

『
月
蔵
経
』
の
大
部
分
は
、
七
五
歳
頃
に
書
写
さ
れ
た
抜
き
書
き
ノ
ー
ト
が
そ
の
ま
ま
挿
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
思
渓
版
で
は
な
い
か
と
重
見
一
行
は
推
定
し
て
い
る
（
先
掲
書
二

四
〇
〜
二
四
九
、
二
五
八
〜
二
六
五
頁
）。
そ
の
後
、
さ
ら
に
諸
本
の
比
較
検
討
を
行
っ
た

佐
々
木
勇
は
、「
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
所
引
「
日
蔵
経
」「
月
蔵
経
」
の
依
拠
本
は
、
宋
版
一

切
経
思
渓
版
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
」、「
思
渓
版
本
文
と
異
な
る
箇
所
は
、
親
鸞
の
誤
認

あ
る
い
は
意
図
的
な
修
訂
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
た
」（「
坂
東
本
『
教
行
信

証
』
引
用
「
日
蔵
経
」「
月
蔵
経
」
の
依
拠
本
に
つ
い
て
」『
仏
教
史
学
研
究
』
第
五
七
巻
第
一

号
五
六
頁
、
二
〇
一
四
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
善
導
『
往
生
礼
讃
』
の
引
用
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
何
故
な
ら
、
親
鸞
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は
そ
の
引
用
の
際
に
、
し
ば
し
ば
『
往
生
礼
讃
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
智
昇
『
集
諸
経
礼
懺

儀
』
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
つ
い
て
、
能

島
覚
は
「
坂
東
本
に
は
本
文
上
不
備
の
あ
る
「
開
宝
蔵
」
の
転
写
本
（『
集
諸
経
礼
懺
儀
』：
筆

者
注
）
を
下
敷
き
と
し
て
周
知
の
『
往
生
礼
讃
』
で
文
言
を
整
え
た
」（「
親
鸞
の
用
い
た
『
往

生
礼
讃
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
四
輯

集
諸
経
礼
懺
儀
巻
下
』
三
七
五

頁
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
）
と
の
理
解

を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
親
鸞
の
テ
キ
ス
ト
引
用
に
つ
い
て
推
定
で
き
る
こ
と
は
、
様
々
な
系
統
の

仏
典
を
依
用
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
の
異
な
り
に
よ

る
文
字
の
異
同
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
下
書
き
ノ
ー
ト
に
は
依
拠
本
か

ら
忠
実
に
書
写
し
つ
つ
、『
教
行
信
証
』
本
文
と
し
て
清
書
す
る
際
に
は
そ
れ
ら
を
校
合
し
、

修
訂
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
)
法
琳
と
そ
の
著
作
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
武
内
義
雄
「
教
行
信

12證
所
引
辯
正
論
に
就
い
て
」。
庄
野
眞
澄
「
唐
沙
門
法
琳
伝
に
つ
い
て
」（『
史
淵
』
第
一
四
輯
、

一
九
三
六
年
）。
西
山
蕗
子
「
法
琳
『
破
邪
論
』
に
つ
い
て
」（『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』

第
九
号
、
一
九
七
三
年
）。
三
輪
晴
雄
「
唐
護
法
沙
門
法
琳
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
二
二
巻
第
二
号
、
一
九
七
四
年
）。
福
井
康
順
「
破
邪
論
解
題
」「
弁
正
論
解
題
」（『
国

訳
一
切
経

和
漢
撰
述
部
』
護
教
部
四
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。
竹
内
肇
「
法
琳
に

お
け
る
邪
と
正
の
意
識
袞
破
邪
論
と
弁
正
論
を
中
心
と
し
て
袞
」（
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教

に
お
け
る
正
と
邪
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
三
年
）。
楠
山
春
樹
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
釈
迦

生
滅
の
年
代
」（『
道
家
思
想
と
道
教
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
再
論
、
中
国
仏

教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」（
牧
尾
良
海
博
士
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
牧
尾
良
海
博

士
喜
寿
記
念
：
儒
・
仏
・
道
三
教
思
想
論
攷
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
一
年
）。
礪
波
護

「
唐
初
の
仏
教
・
道
教
と
国
家
袞
法
琳
の
事
跡
に
み
る
袞
」（『
隋
唐
の
仏
教
と
国
家
』
中
公
文

庫
、
一
九
九
九
年
：
初
出
『
中
国
古
道
教
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
）。
中
西
久

味
「『
弁
正
論
』
と
三
論
教
学
」（
平
井
俊
榮
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
平
井
俊
榮
博

士
古
稀
記
念
論
集

三
論
教
学
と
仏
教
諸
思
想
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
法
琳
の
三

教
論
に
よ
せ
て
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
法
琳
雑
記
」

（『
比
較
宗
教
思
想
研
究
』
第
二
輯
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
法
琳
雑
記
（
続
）」（『
比
較
宗
教
思

想
研
究
』
第
四
輯
、
二
〇
〇
四
年
）。
福
永
光
司
『
弁
正
論
講
義
』（
九
州
教
学
研
究
所
、
二
〇

〇
三
年
）。
藤
井
淳
「
唐
代
宗
教
史
の
結
節
点
と
し
て
の
姚
挨
『
三
教
不
斉
論
』」（
藤
井
淳
編

『
最
澄
・
空
海
将
来
『
三
教
不
斉
論
』
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
）。
倉
本
尚
徳

「
法
琳
の
著
作
と
の
比
較
か
ら
見
た
姚
挨
『
三
教
不
斉
論
』
の
特
徴
に
つ
い
て
」（
藤
井
淳
編

『
最
澄
・
空
海
将
来
『
三
教
不
斉
論
』
の
研
究
』）
な
ど
。

(
)
『廣
弘
明
集
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
五
二
、
二
八
三
上
）。

13(
)
『弁
正
論
』
は
版
に
よ
っ
て
巻
数
が
異
な
る
。『
昭
和
法
寶
總
目
錄
』
第
二
巻
（
大
正
新
脩

14大
藏
經
刊
行
會
、
一
九
七
九
年
）
を
参
照
す
る
と
、
例
え
ば
『
大
明
三
蔵
聖
教
北
蔵
目
録
』
に

は
「
八
巻
今
作
九
巻
」（
二
九
六
頁
）
と
あ
り
、『
大
清
三
蔵
聖
教
目
録
』
に
は
「
八
巻
今
作
十

巻
」（
三
八
四
頁
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
『
弁
正
論
』
は
、
巻
の
分
け
方

に
異
な
り
は
見
え
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
全
八
巻
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

(
)
そ
の
他
に
、『
廣
弘
明
集
』
巻
四
の
「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
は
『
弁
正
論
』
と
重
複
す

15る
。

(
)
先
掲
武
内
、
礪
波
論
文
参
照
。

16(
)
『弁
正
論
』
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
録
が
あ
る
。『
大
唐
内
典
録
』「
破
邪
論
一
部
二
巻

17弁
正
論
一
部
八
巻

右
二
部
一
十
巻
。
終
南
山
龍
田
寺
沙
門
釈
法
琳
所
造
」（
大
正
五
五
、
二

八
一
中
）、『
開
元
釈
教
録
』「
弁
正
論
八
巻
一
帙

大
唐
終
南
山
龍
田
寺
釈
氏
撰

出
内
典
録

新
編
入
蔵
」（
大
正
五
五
、
六
二
五
上
）。

(
)
『大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
之
九
、
三
九
一
頁
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
九
八

18年
）。

(
)
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
正
月
二
十
五
日
類
収
（『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
之
十

19二
、
二
一
六
頁
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
九
八
年
）、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
五

月
七
日
類
収
（『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
之
十
二
、
五
六
三
頁
）
に
同
様
の
記
録
が
あ
る
。

ま
た
、『
弁
正
論
』
が
用
い
ら
れ
た
古
い
例
と
し
て
、
安
澄
（
七
六
三
〜
八
一
四
）
が
延
暦
二

十
年
（
八
〇
一
）
か
ら
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
か
け
て
執
筆
し
た
『
中
論
疏
記
』（
大
正
六
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五
、
六
下
な
ど
）
に
『
弁
正
論
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
隆
寿
「
安
澄
の
引
用
せ
る
諸
注

釈
書
の
研
究
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
八
号
、
一
九
七
七
年
）。

(
)
な
お
空
海
と
『
弁
正
論
』
に
つ
い
て
は
、
上
坂
喜
一
郎
「
若
き
空
海
の
批
判
思
想
袞
《
三

20教
指
帰
》
の
成
立
袞
」（『
密
教
文
化
』
第
九
一
号
、
一
九
七
〇
年
）
や
加
地
伸
行
「
空
海
と
中

国
思
想
と
袞
『
指
帰
』
両
序
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
国
思
想
か
ら
み
た
日
本
思
想
史
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
遠
藤
祐
介
「
空
海
の
国
家
観
の
変
遷
に
つ
い
て
袞
『
三
教
指
帰
』

と
『
弁
正
論
』
を
軸
と
し
て
袞
」（『
智
山
学
報
』
第
五
十
一
輯
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

(
)
落
合
俊
典
『
金
剛
寺
一
切
経
の
総
合
的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究

研
究
成
果

21報
告
書
《
第
一
分
冊
》』（
平
成
一
五
〜
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ａ
）：
課

題
番
号
一
五
二
〇
二
〇
〇
二
）「
は
し
が
き
」、
二
〇
〇
七
年
。

(
)
な
お
、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
（
法
藏
館
、
一
九
六
九
年
、
以
下
定
親
全
）、
尾

22崎
秀
行
等
「『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
（
末
）」
校
異
」（『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
』

第
四
号
別
冊
二
、
一
九
八
八
年
）、
大
谷
大
学
編
『
顯
淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類

翻
刻
篇
』（
真

宗
大
谷
派
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

(
)
｢金
剛
寺
一
切
経
奥
書
一
覧
」（『
金
剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出
仏
典
の
研
究
』

23〔
平
成
一
二
年
度
〜
平
成
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
（
Ａ
)・
(一
）
研
究
成

果
報
告
書
：
課
題
番
号
一
二
三
〇
一
〇
〇
一
〕、
二
〇
〇
四
年
）。

(
)
後
藤
昭
雄
「
金
剛
寺
一
切
経
奥
書
一
覧
覚
書
」（『
金
剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出

24仏
典
の
研
究
』
一
七
八
頁
）。
本
稿
は
こ
の
後
藤
の
指
摘
に
従
う
が
、
こ
の
二
箇
所
以
外
の
薬

師
寺
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
九
世
紀
の
東
国
で
も
一
切
経
の
書
写
は
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
東
国
に
は
日
本
三
戒
壇
の
一
つ
下
野
薬
師
寺
が
あ
る
（
牧
伸
行
「
古
代
東

国
の
仏
教
と
一
切
経
」『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊

一
切
経
の
歴
史
的
研
究
』
二
〇

〇
四
年
。
同
「
下
野
国
薬
師
寺
と
如
宝
・
道
忠
」
根
本
誠
二
・
サ
ム
エ
ル
Ｃ
モ
ー
ス
篇
『
奈
良

仏
教
と
在
地
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。
た
だ
し
、
下
野
薬
師
寺
は
平
安
後
期
に
は

衰
退
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
（
須
田
勉
『
古
代
東
国
仏
教
の
中
心
寺
院
・
下
野
薬
師
寺
』
新
泉

社
、
二
〇
一
二
年
）。
ち
な
み
に
佐
々
木
月
樵
『
親
鸞
聖
人
傳
』
四
五
六
頁
（
無
我
山
房
、
一

九
一
〇
年
）
や
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
『
教
行
信
証
講
義

教
行
の
巻
』
七
頁
（
法
藏
館
、
一

九
九
九
年
〔
初
出
：
無
我
山
房
、
一
九
一
三
年
〕）
は
了
波
の
『
正
保
記
』
か
ら
、
親
鸞
が

『
教
行
信
証
』
執
筆
に
際
し
て
、
書
籍
閲
覧
の
た
め
に
下
野
国
薬
師
寺
と
足
利
文
庫
に
通
っ
た

と
い
う
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
金
剛
寺
本
『
弁
正
論
』
と
『
教
行
信
証
』
と
の
関
係
か
ら
す

れ
ば
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
了
波
『
正
保
記
』
が
い
か
な
る
書
物
な
の
か
残

念
な
が
ら
筆
者
は
知
ら
ず
、
こ
の
記
事
の
信
憑
性
は
不
明
で
あ
る
。

(
)
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』
二
四
八
一
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
一
〜
一
九
九
七
年
）。

25(
)
『鎌
倉
遺
文
』
四
七
一
七
。

26(
)
な
お
実
祐
の
名
は
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
正
月
二
十
四
日
「
東
大
寺
衆
徒
充
行
状
」

27に
は
「
権
上
座
法
橋
上
人
位
実
祐
」
と
見
え
（『
鎌
倉
遺
文
』
九
八
四
三
）、
正
応
（
一
二
八

九
）
二
年
六
月
「
東
大
寺
解
案
」
に
は
「
上
座
法
眼
和
尚
位
実
祐
」
と
も
見
え
て
（『
鎌
倉
遺

文
』
一
七
〇
五
〇
）、
こ
の
実
祐
が
海
住
山
寺
の
実
祐
と
同
一
人
物
と
す
れ
ば
、
か
な
り
出
世

し
た
よ
う
で
あ
る
。

(
)
後
藤
昭
雄
「
金
剛
寺
一
切
経
奥
書
一
覧
覚
書
」（『
金
剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出

28仏
典
の
研
究
』
一
七
九
頁
）。

(
)
｢金
剛
寺
一
切
経
奥
書
一
覧
」（『
金
剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出
仏
典
の
研
究
』

29一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）。

(
)
『尾
張
資
料
七
寺
一
切
経
目
録
』
一
一
九
頁
、
七
寺
一
切
経
保
存
会
、
一
九
六
八
年
。

30(
)
『興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』
四
〇
二
頁
、
京
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
年
。

31(
)
『鎌
倉
遺
文
』
二
五
五
二
。

32(
)
西
山
厚
「
貞
慶
の
十
三
回
忌
と
一
切
経
」、『
興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』
四
四
二
頁
。

33(
)
『興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』
二
八
四
頁
。

34(
)
宋
版
一
切
経
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
五
十
蔵
以
上
が
請
来
さ
れ
た
と
指
摘

35さ
れ
る
。
大
塚
紀
弘
「
宋
版
一
切
経
の
輸
入
と
受
容
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
第
二
五
号
、
二
〇

一
〇
年
）。

(
)
こ
れ
以
下
の
記
述
は
、
大
蔵
会
編
『
大
蔵
経
袞
成
立
と
変
遷
袞
』（
百
華
苑
、
一
九
六
四

36年
）、
竺
沙
雅
章
『
宋
元
佛
教
文
化
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
船
山
徹
「
漢
語

仏
典
袞
そ
の
初
期
の
成
立
状
況
を
め
ぐ
っ
て
袞
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
漢
字
情
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報
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
漢
籍
は
お
も
し
ろ
い
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
参
照
。

(
)
野
沢
佳
美
「
宋
・
福
州
版
開
元
寺
蔵
の
題
記
に
つ
い
て
袞
整
理
と
問
題
点
袞
」（『
立
正
大

37学
文
学
部
論
叢
』
一
二
九
号
、
二
〇
〇
九
年
。

(
)
重
見
一
行
『
教
行
信
証
の
研
究

そ
の
成
立
過
程
の
文
献
学
的
考
察
』
二
七
八
頁
。

38(
)
｢現
存
す
る
親
鸞
の
筆
蹟
に
は
、
古
来
の
写
経
体
の
旧
字
劃
の
文
字
と
版
経
体
の
文
字
が

39使
用
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
明
か
に
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
新
し
い
字
劃
の
文
字
が
混
合
し
、

自
由
自
在
に
文
中
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
」（
小
川
貫
弌
『
佛
教
文
化
史
研
究
』
四
六
七
頁
、
永

田
文
昌
堂
、
一
九
七
三
年
）。

(
)
｢『
弁
正
論
』
の
本
文
に
は
、
坂
東
本
の
他
の
箇
所
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
字
形
が
見

40ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
書
写
本
を
書
写
し
て
い
く
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
字
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
の
所
覧
本
が
書
写
本
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
」（
大
谷
大
学
編
『
顯
淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類

附
録
篇
一
』
二
六
六
頁
）。

(
)
こ
の
「
教
」
の
字
の
欠
筆
に
つ
い
て
、
佐
々
木
勇
は
「
親
鸞
は
、
自
作
の
文
章
に
お
い
て

41も
欠
筆
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
教
・
故
」
な
ど
、
宋
諱
字
で
な
い
も
の
ま
で
、
時
に
欠
筆

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
は
、
依
拠
本
の
欠
筆
字
を
そ
の
ま
ま
真
似
た
の
で
は
な
い
。
習

得
し
た
「
欠
筆
」
と
い
う
宋
の
文
化
事
象
を
、
自
ら
の
文
章
に
お
い
て
も
、
経
の
引
用
に
際
し

て
も
、
実
践
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（「
親
鸞
の
欠
筆
袞
親
鸞
が
影
響
を
受
け
た
文
献
群

袞
」『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
八
号
一
〇
九
頁
、
二
〇
一
四
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お

当
時
の
日
本
で
、
親
鸞
以
外
に
も
「
教
」
の
字
を
欠
筆
に
し
て
い
る
例
は
報
告
さ
れ
て
い
る

（
楊
婷
婷
「
菟
足
神
社
所
蔵
『
大
般
若
経
』
に
見
ら
れ
る
欠
筆
と
則
天
文
字
」
国
際
仏
教
学
大

学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
文
科
省
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
報
告
書

東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
』
二
〇
一
五
年
）。
ま
た
、
親
鸞
の
欠
筆
に
つ
い
て

次
の
指
摘
が
あ
る
。「
親
鸞
が
坂
東
本
に
お
い
て
欠
画
す
る
文
字
に
つ
い
て
一
つ
指
摘
で
き
る

の
は
、
そ
の
大
部
分
の
文
字
が
『
廣
韻
』
に
お
い
て
欠
画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
中
略
）
ま
た
親
鸞
が
記
す
字
に
は
、
欠
画
文
字
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
り
は
、
書
法
や
筆
法

に
由
来
し
て
文
字
の
筆
画
が
省
略
さ
れ
る
省
画
文
字
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
方
が
妥
当
と
思

わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
」（
中
略
筆
者
、
大
谷
大
学
編
『
顯
淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類

附

録
篇
一
』
二
六
六
頁
）。

(
)
先
掲
武
内
論
文
十
四
頁
。

42(
)
こ
の
「
王
礼
」
を
、
大
谷
大
学
編
『
顯
淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類

翻
刻
篇
』
六
三
六
頁
は
、

43字
体
統
一
の
た
め
「
王
禮
」
と
翻
刻
し
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

(
)
高
麗
版
系
に
混
乱
が
多
く
見
え
る
が
、
よ
り
問
題
な
の
は
、『
縮
刷
蔵
経
』
と
『
大
正
蔵
』

44で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
注
」
以
下
の
文
が
割
注
に
な
っ
て
い
た
り
、
な
っ
て
い
な
か
っ
た
り
し

て
お
り
、
一
目
で
そ
の
混
乱
ぶ
り
が
見
て
取
れ
る
。『
大
正
蔵
』
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、「
明
本
作

細
注
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
影
響
か
。

(
)
藤
場
は
こ
こ
に
関
し
て
「
注
記
の
形
式
を
比
較
す
る
こ
と
自
体
に
は
疑
問
を
感
じ
る
」

45（『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
八
三
頁
）
と
す
る
が
、
明
確
な
差

異
が
見
出
さ
れ
る
こ
の
表
記
の
形
式
の
違
い
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ

こ
を
「
注
」
と
記
し
て
い
る
の
は
版
本
『
弁
正
論
』
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
来
注
記
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
か
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
)
『現
代
教
学

第
十
・
十
一
号

教
行
信
証

化
身
土
巻
末
解
読
』
九
五
頁
（
真
宗
教
学

46研
究
所
東
京
分
室
、
一
九
八
五
年
）。

(
)
｢親
鸞
は
こ
れ
を
「
い
つ
わ
り
の
文
書
」「
捏
造
さ
れ
た
文
書
」
と
読
ま
せ
た
い
の
で
は
な

47い
か
」（
藤
場
俊
基
『
親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
Ⅴ
』
二
〇
九
頁
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇

一
年
）。
そ
の
他
に
は
、
張
偉
「『
教
行
信
証
』
の
不
思
議
さ
の
読
解
（
そ
の
一
）」（『
中
世
文

化
と
浄
土
真
宗
』
二
〇
三
頁
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
森
村
森
鳳
（
張
偉
）「
親
鸞
の

内
意
メ
ッ
セ
ー
ジ
袞
『
教
行
信
証
』・
｢化
身
土
」
に
お
け
る
漢
字
の
働
き
袞
」（『
同
朋
文
化
』

第
十
一
号
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
も
こ
こ
に
注
目
し
て
い
る
。

(
)
こ
の
文
の
読
解
へ
の
試
み
と
し
て
は
井
上
円
「
書
評

学
び
を
共
に
す
る
」（『
顕
浄
土
方

48便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
増
補
第
三
刷
二
三
三
頁
）
が
あ
る
。

(
)
こ
の
点
は
日
本
古
写
経
研
究
所
の
上
杉
智
英
氏
に
も
ご
確
認
い
た
だ
い
た
。

49(
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
九
三
頁
。
他
に
、

50「
こ
の
一
字
の
変
更
に
よ
っ
て
次
元
的
に
違
う
意
味
合
い
を
も
た
ら
し
、
法
琳
に
「
巨
大
」
化

さ
れ
た
皇
帝
の
「
巨
孝
」
は
「
臣
孝
」
と
い
う
君
臣
関
係
の
枠
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
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（
張
偉
「『
教
行
信
証
』
の
不
思
議
さ
の
読
解
（
そ
の
一
）」『
中
世
文
化
と
浄
土
真
宗
』
二
〇
三

頁
）
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
。

(
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
〇
四
頁
。

51(
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
〇
五
頁
。

52(
)
中
略
筆
者
、
福
永
光
司
『
弁
正
論
講
義
』
二
五
九
頁
。

53(
)
『現
代
教
学

第
十
・
十
一
号

教
行
信
証

化
身
土
巻
末
解
読
』
九
五
頁
。

54(
)
福
永
光
司
『
弁
正
論
講
義
』
三
〇
四
頁
。

55(
)
『顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
五
三
〜
一
五
五
頁
。

56(
)
た
だ
し
磧
砂
版
や
『
大
正
蔵
』
の
宋
元
明
三
本
は
『
廣
弘
明
集
』
な
ど
と
の
共
通
点
が
あ

57る
。
全
体
的
に
磧
砂
版
や
『
大
正
蔵
』
の
宋
元
明
三
本
の
『
弁
正
論
』
と
『
廣
弘
明
集
』
と
に

は
共
通
点
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
逆
に
『
廣
弘
明
集
』
か
ら
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
よ
う
。

(
)
た
だ
し
七
寺
本
『
弁
正
論
』
巻
第
五
は
「
釋
李
師
資
篇
第
四
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
巻
第

58六
の
冒
頭
が
「
十
喩
篇
第
五
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
)
【麗
初
】
が
「
十
異
九
迷
」
で
は
な
く
単
に
「
十
異
」
と
し
て
い
る
点
は
、『
廣
弘
明
集
』

59と
も
同
じ
で
あ
り
、
十
喩
篇
の
冒
頭
と
し
て
は
特
別
の
不
審
は
な
い
。
後
の
九
箴
篇
の
冒
頭
に

は
、【
金
剛
】
な
ら
「
答
九
迷
論
」、【
麗
初
】
な
ら
「
答
外
九
迷
論
」
と
あ
り
、
そ
れ
と
の
重

複
を
避
け
る
表
記
と
言
え
よ
う
。

(
)
も
ち
ろ
ん
、【
開
】
の
巻
第
五
に
あ
る
十
喩
篇
冒
頭
の
記
述
を
巻
第
六
に
移
し
た
可
能
性

60も
あ
る
。

(
)
池
麗
梅
「
興
聖
寺
一
切
経
本
『
続
高
僧
伝
』
袞
刊
本
大
蔵
経
本
と
日
本
古
写
経
本
と
の
交

61差
袞
」（『
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊

第
八
輯

続
高
僧
伝

巻
四

巻
六
』
二
九
二
頁
、
国
際

仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
文
科
省
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
、
二
〇
一

四
年
）。

(
)
も
う
一
つ
だ
け
興
味
深
い
点
を
示
せ
ば
、【
麗
初
】【
金
】【
麗
再
】【
開
】【
磧
】
に
「
甘

62雨
時
降・

百・

穀・

稔
豊
」（
大
正
五
二
、
五
三
二
中
）
と
あ
り
、【
教
】【
七
】
に
「
甘
雨
降・

稔・

穀・

豊・

」

（
定
親
全
一
、
三
七
四
）
と
あ
る
箇
所
が
あ
る
（【
金
剛
】
は
こ
の
文
脱
落
）。
こ
こ
の
【
興
】

が
、
い
く
ぶ
ん
文
字
が
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
が
、「
甘
雨
時
降・

百
穀
降・

稔
穀
豊
」
と
、
双
方
の

文
章
が
混
じ
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
関
連
し
て
、
先
に
引
い
た
澄
禅
『
三

論
玄
義
検
幽
集
』
所
引
『
弁
正
論
』
の
「
梁
武
皇
帝
捨
道
勅
文
」
は
【
麗
初
】
が
最
も
近
く
、

澄
禅
所
見
の
『
弁
正
論
』
も
開
宝
蔵
系
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
)
同
様
の
例
と
し
て
、「
昭
」
の
字
に
注
目
し
た
い
。
今
回
の
検
討
箇
所
で
こ
の
字
は
「
昭

63王
」
と
い
う
用
例
が
四
回
、「
昭
然
」
が
一
回
登
場
す
る
。
こ
の
字
は
日
本
古
写
経
系
で
は
し

ば
し
ば
「
照
王
」「
照
然
」
と
「
照
」
の
字
に
な
っ
て
い
る
（【
金
剛
】
に
は
「
然
王
」
と
見
え

る
箇
所
も
あ
る
）。
他
に
『
弘
決
外
典
鈔
』
弘
安
七
年
（
一
二
八
五
）
写
本
（『
續
天
台
宗
全

書
』
顕
教
3
、
四
三
頁
、
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）
の
『
弁
正
論
』
引
用
箇
所
に
も
「
照
王
」

と
あ
る
。『
教
行
信
証
』
で
は
、「
昭
然
」
は
日
本
古
写
経
系
同
様
に
「
照
然
」（
定
親
全
一
、

三
七
二
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
昭
王
」
は
、「
照
王
」
で
は
な
く
全
て
「
昭
王
」
で

統
一
さ
れ
て
い
る
。「
昭
王
」
と
は
、
釈
尊
生
存
年
代
計
算
に
関
わ
る
人
物
の
名
で
あ
り
、
そ

れ
は
当
時
の
文
脈
で
は
末
法
論
争
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
が
こ
の
名
前
を
間
違
え
る

こ
と
は
あ
り
え
ず
、
依
拠
本
が
「
照
王
」
と
な
っ
て
い
た
場
合
、
必
ず
や
修
訂
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
固
有
名
詞
は
『
弁
正
論
』
の
異
本
を
見
ず
と
も
修
訂
は
可
能
で

あ
る
。

(
)
大
谷
大
学
編
『
顯
淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類

翻
刻
篇
』
六
四
七
頁
注
③
。

64(
)
重
見
一
行
は
こ
の
箇
所
を
「「
親
」
の
補
入
は
本
文
書
写
時
乃
至
そ
れ
に
近
い
時
と
み
て

65ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
」（『
教
行
信
証
の
研
究

そ
の
成
立
過
程
の
文
献
学
的
考
察
』
三
二

六
頁
）
と
指
摘
す
る
。

(
)
藤
場
俊
基
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
袞
『
弁
正
論
』
袞
』
一
四
四
頁
。

66(
)
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
今
回
調
査
し
た
全
て
の
テ
キ
ス
ト
で
「
天
上
地
下
」（
大
正
五
二
、

67五
二
七
下
）
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、『
教
行
信
証
』
で
は
「
天
上
天
下
」（
定
親
全
一
、
三
六

七
）
と
な
っ
て
い
る
。

(
)
親
鸞
に
よ
る
『
弁
正
論
』
引
用
意
図
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
「『
教
行
信
証
』「
化
身
土

68巻
」
の
『
弁
正
論
』
引
用
に
つ
い
て
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
発
表

し
て
い
る
。
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(
)
た
だ
し
西
方
寺
本
に
は
親
鸞
の
引
用
箇
所
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

69(
)
原
田
隆
吉
「
高
野
山
金
剛
峯
寺
所
蔵
「
中
尊
寺
経
」
仮
目
録
」（『
図
書
館
学
研
究
報
告
』

70第
一
号
、
九
二
頁
、
一
九
六
八
年
）
は
、
金
剛
峯
寺
蔵
中
尊
寺
経
に
『
弁
正
論
』
八
巻
が
現
存

す
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
築
島
裕
「
大
東
急
記
念
文
庫
藏
三
敎
治
道
篇
保
安
握
」

（『
築
島
裕
著
作
集
第
二
巻

古
訓
握
と
訓
法
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
法
隆
寺
本

辨
正
論
保
安
握
」（『
築
島
裕
著
作
集
第
二
巻

古
訓
握
と
訓
法
』）、
同
「
架
藏
辨
正
論
卷
第
三

保
安
握
」（
古
典
研
究
会
編
『
古
典
研
究
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
国
書
漢
籍
論
集
』
汲
古
書

院
、
一
九
九
一
年
）
は
、
法
隆
寺
本
『
弁
正
論
』
の
巻
第
一
か
ら
巻
第
四
ま
で
の
現
存
を
報
告

し
て
い
る
。
特
に
「
架
藏
辨
正
論
卷
第
三
保
安
握
」
で
は
、
法
隆
寺
本
『
弁
正
論
』
巻
第
三
の

影
印
・
翻
刻
を
掲
載
し
、
さ
ら
に
同
巻
に
つ
い
て
石
山
寺
本
と
『
大
正
蔵
』
と
の
校
異
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
法
隆
寺
本
と
石
山
寺
本
は
親
近
の
関
係
で
あ
る
が
、『
大
正
蔵
』
は

多
分
に
懸
隔
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
そ
こ
で
築
島
は
特
徴
的
な
異
同
箇
所
を
三
箇

所
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
書
九
六
頁
）。
そ
の
三
箇
所
に
つ
い
て
金
剛
寺
本
・
七
寺
本
・
興
聖
寺

本
を
確
認
す
る
と
、
金
剛
寺
本
と
七
寺
本
は
法
隆
寺
本
と
石
山
寺
本
と
全
く
同
様
で
あ
っ
た
。

し
か
し
興
聖
寺
本
は
法
隆
寺
本
と
石
山
寺
本
と
の
共
通
点
も
あ
る
が
、『
大
正
蔵
』
と
の
共
通

点
が
よ
り
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
詳
細
は
別
に
報
告
し
た
い
が
、
本
報
告
の
結
果
か
ら
見
て
も

非
常
に
興
味
深
い
。
そ
の
他
、
敦
煌
本
Pel.chin.三
七
六
六
（『
法
藏
敦
煌
西
域
文
獻
』
二
七
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
と
し
て
『
弁
正
論
』
巻
第
五
が
あ
り
、
こ
れ
も
注
目
さ
れ

る
。
な
お
敦
煌
本
『
弁
正
論
』
は
、
現
在
europeana
で
、「
法
」
と
「
琳
」
と
の
二
文
字
で

検
索
す
る
と
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
http://w
w
w
.europeana.eu/portal/en

[付
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
に
行
わ
れ
た
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古

写
経
研
究
所
平
成
二
七
年
度
第
二
回
公
開
研
究
会
で
の
発
表
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
発
表
に
関
し
て
は
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
の
落
合
俊
典
先
生
、
日
本
古
写
経
研
究
所

主
任
研
究
員
の
上
杉
智
英
氏
か
ら
格
別
の
御
高
配
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。金

剛
寺
本
・
七
寺
本
閲
覧
に
は
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
付
属
図
書
館
日
本
古
写
経
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
開
元
寺
版
の
閲
覧
に
は
宮
内
庁
書
陵
部
、
七
寺
本
・
興

聖
寺
本
・
岩
屋
寺
蔵
思
渓
版
の
閲
覧
に
は
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
御

当
局
の
格
別
の
御
高
配
を
頂
い
た
。
改
め
て
関
係
各
位
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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